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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自端末がローミングアウトした時に、配信装置から前記配信装置内に備えるコンテンツ
を簡略化したテキストメッセージに、前記コンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコ
ンテンツを含むメッセージであることを示す識別子とを含めて、電話回線を介して受信し
、
　受信した前記テキストメッセージに、前記コンテンツＩＤと、前記識別子とが含まれて
いると、インターネットに接続可能か否か確認し、
　インターネットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示し、
　インターネットに接続できる場合、前記コンテンツＩＤに対応する前記コンテンツを前
記配信装置から取得し、前記取得したコンテンツを表示する表示制御手段を、具備する携
帯端末。
【請求項２】
　配信装置内に備えるコンテンツを簡略化したテキストメッセージに、前記コンテンツの
コンテンツＩＤと、簡略化したコンテンツを含むメッセージであることを示す識別子とを
含めて、電話回線を介して携帯端末に送信する配信手段を具備する配信装置と、
　受信した前記テキストメッセージに、前記コンテンツＩＤと、前記識別子とが含まれて
いると、インターネットに接続可能か否か確認し、
　インターネットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示する表示制御手段
を具備する携帯端末と、
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　を含む配信システム。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、インターネットに接続できる場合、前記コンテンツＩＤを含めて
、前記コンテンツを要求するコンテンツ要求を前記配信装置に送信し、
　前記配信手段は、前記コンテンツ要求に含まれる前記コンテンツＩＤに対応する前記コ
ンテンツを前記携帯端末に送信し、
　前記表示制御手段は、受信した前記コンテンツを表示する
　請求項２記載の配信システム。
【請求項４】
　配信装置が、自装置内に備えるコンテンツを簡略化したテキストメッセージに、前記コ
ンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコンテンツを含むメッセージであることを示す
識別子とを含めて、電話回線を介して携帯端末に送信し、
　前記携帯端末が、受信した前記テキストメッセージに、前記コンテンツＩＤと、前記識
別子とが含まれていると、インターネットに接続可能か否か確認し、
　インターネットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示する
　配信方法。
【請求項５】
　携帯端末に、
　自端末がローミングアウトした時に、配信装置から前記配信装置内に備えるコンテンツ
を簡略化したテキストメッセージに、前記コンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコ
ンテンツを含むメッセージであることを示す識別子とを含めて、電話回線を介して受信し
、
　受信した前記テキストメッセージに、前記コンテンツＩＤと、前記識別子とが含まれて
いると、インターネットに接続可能か否か確認し、
　インターネットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示し、
　インターネットに接続できる場合、前記コンテンツＩＤに対応する前記コンテンツを前
記配信装置から取得し、前記取得したコンテンツを表示する処理を実行させるためのプロ
グラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末、配信システム、配信方法およびプログラムに関し、特にパケット
網を利用できない場合において、ユーザ位置、および最新情報に基づいたコンテンツを提
供する携帯端末、配信システム、配信方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　まず、本発明の関連技術について説明する。携帯端末が測定した位置情報をサーバに送
信すると、サーバ側が表示可能な情報を選択して携帯端末に返却する技術が特許文献１に
開示されている。また、携帯端末が測定した位置情報をサーバに送信すると、サーバ側が
現在時刻において表示可能な情報を選択して携帯端末に通知する技術が特許文献２に開示
されている。
【０００３】
　また、携帯端末にあらかじめ蓄積してあるコンテンツを、携帯端末が測定した位置に応
じて表示する技術が特許文献３および特許文献４に開示されている。また、端末が収容さ
れている基地局の位置をもとに、端末のおおよその位置を推定する技術が特許文献５に開
示されている。特許文献５に開示の技術によれば、端末が位置測定手段を持たない場合で
も、端末のおおよその位置を推定することができる。
【０００４】
　また、ショートメッセージの伝送方法に関し、ショートメッセージ内にショートメッセ
ージの構造ないし内容に関する情報を含んだデータを送信し、これによりその全てをダウ
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ンロードすべきか、一部のみにすべきかの判断を可能とする技術が特許文献６に開示され
ている。
【０００５】
　また、ＳＭＳ（Short Message Service）国際ローミングサービスの技術概要に関し、
一部地域では、パケット交換網を用いるパケット通信（すなわちインターネット接続）を
利用できず、回線交換網を用いる音声通話とＳＭＳしか利用できないことが非特許文献１
に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－０６０６２７号公報
【特許文献２】特開２００２－３１５０５９号公報
【特許文献３】特許第４０９２９７６号公報
【特許文献４】特許第４６１８２８４号公報
【特許文献５】特開２００４－０５６２５１号公報
【特許文献６】特開２００２－５３２７９６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】ＳＭＳ国際ローミングサーピスおよび国際ＳＭＳサービス、ＮＴＴ（登
録商標）　ＤｏＣｏＭｏ（登録商標）テクニカルジャーナル、Ｖｏｌ．１３、Ｎｏ．２、
２００５年７月、Ｐ．６９、［ｏｎｌｉｎｅ］、［２０１２年１月１３日検索］、インタ
ーネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｔｄｏｃｏｍｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｂｉｎａ
ｙ／ｐｄｆ／ｃｏｒｐｏｒａｔｅ／ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ／ｒｄ／ｔｅｃｈｎｉｃａｌ＿
ｊｏｕｒｎａｌ／ｂｎ／ｖｏｌ１３＿２／ｖｏｌ１３＿２＿０６８ｊｐ．ｐｄｆ＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上述の特許文献１および２に記載の技術では、携帯端末からサーバへの位置情
報の送信、および、サーバから携帯端末への情報配信の際に、インターネットを用いるた
め、海外ローミング中など、携帯端末がパケット網に接続できない地域にある場合には、
上記技術を利用できない。
【０００９】
　また、上述の特許文献３および４に記載の技術では、あらかじめ格納しておいた情報を
表示する為、コンテンツ作成・蓄積後の、急な店舗の閉店や定休日変更などの際に、最新
情報に基づいた表示ができない。
【００１０】
　また、上述の特許文献５には、パケット網を利用できない地域におけるコンテンツ配信
に関する技術は開示されていない。また、上述の特許文献６に記載の技術は、ショートメ
ッセージの全部か一部かを選択するものであり、本発明のようにＷＥＢデータの全部か一
部かを選択する技術とはその目的および構成が全く異なる。
【００１１】
　また、上述の非特許文献１に記載の技術にもパケット網を利用できない地域におけるコ
ンテンツ配信は開示されていない。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、パケット網を利用できない場合において、ユーザ位置、およ
び最新情報に基づいたコンテンツを提供することが可能な携帯端末、配信システム、配信
方法およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するために、本発明による携帯端末は、自端末がローミングアウトした
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時に、配信装置から前記配信装置内に備えるコンテンツを簡略化したテキストメッセージ
に、前記コンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコンテンツを含むメッセージである
ことを示す識別子とを含めて、電話回線を介して受信し、受信した前記テキストメッセー
ジに、前記コンテンツＩＤと、前記識別子とが含まれていると、インターネットに接続可
能か否か確認し、インターネットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示し
、インターネットに接続できる場合、前記コンテンツＩＤに対応する前記コンテンツを前
記配信装置から取得し、前記取得したコンテンツを表示する表示制御手段を、具備するこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明による配信システムは、配信装置内に備えるコンテンツを簡略化したテキ
ストメッセージに、前記コンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコンテンツを含むメ
ッセージであることを示す識別子とを含めて、電話回線を介して携帯端末に送信する配信
手段を具備する配信装置と、受信した前記テキストメッセージに、前記コンテンツＩＤと
、前記識別子とが含まれていると、インターネットに接続可能か否か確認し、インターネ
ットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示する表示制御手段を具備する携
帯端末と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明による配信方法は、配信装置が、自装置内に備えるコンテンツを簡略化し
たテキストメッセージに、前記コンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコンテンツを
含むメッセージであることを示す識別子とを含めて、電話回線を介して携帯端末に送信し
、前記携帯端末が、受信した前記テキストメッセージに、前記コンテンツＩＤと、前記識
別子とが含まれていると、インターネットに接続可能か否か確認し、インターネットに接
続できない場合、前記テキストメッセージを表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明によるプログラムは、携帯端末に、自端末がローミングアウトした時に、
配信装置から前記配信装置内に備えるコンテンツを簡略化したテキストメッセージに、前
記コンテンツのコンテンツＩＤと、簡略化したコンテンツを含むメッセージであることを
示す識別子とを含めて、電話回線を介して受信し、受信した前記テキストメッセージに、
前記コンテンツＩＤと、前記識別子とが含まれていると、インターネットに接続可能か否
か確認し、インターネットに接続できない場合、前記テキストメッセージを表示し、イン
ターネットに接続できる場合、前記コンテンツＩＤに対応する前記コンテンツを前記配信
装置から取得し、前記取得したコンテンツを表示する処理を実行させることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、パケット網を利用できない場合において、ユーザ位置、および最新情
報に基づいたコンテンツを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。
【図２】コンテンツサーバ２３内に記録され、コンテンツサーバ２３が保管しているコン
テンツの一覧を示す、コンテンツ管理テーブル２３１の一例を示す図である。
【図３】コンテンツ選択部２４内に記録され、携帯端末１にコンテンツＩＤを通知した履
歴を保管するコンテンツ通知履歴テーブル２４１の一例を示す図である。
【図４】コンテンツサーバ２３が保管している標準版コンテンツ２３２の一例を示す図で
ある。
【図５】コンテンツサーバ２３が保管している簡略版コンテンツ２３３の一例を示す図で
ある。
【図６】表示制御部１２における、ＳＭＳ受信動作１２１の一例を示す流れ図である。
【図７】図７はコンテンツ選択部２４における、ローミング通知受信動作２４２の一例を
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示す流れ図である。
【図８】コンテンツ選択部２４における、コンテンツ取得通知受信動作２４３の一例を示
す流れ図である。
【図９】コンテンツ選択部２４における、タイマーイベント受信動作２４４の一例を示す
流れ図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。
【図１２】表示制御部１２Ａにおける、ＳＭＳ受信動作１２１Ａの一例を示す流れ図であ
る。
【図１３】コンテンツ選択部２４Ａにおける、ローミング通知受信動作２４２Ａの一例を
示す流れ図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。
【図１５】コンテンツ蓄積部１６内に記録され、コンテンツ蓄積部１６が蓄積しているコ
ンテンツの一覧を示す、蓄積コンテンツ管理テーブル１６１の一例を示す図である。
【図１６】コンテンツサーバ２３内に記録され、コンテンツサーバ２３が保管しているコ
ンテンツの一覧を示す、コンテンツ管理テーブル２３１Ｂの一例を示す図である。
【図１７】コンテンツ選択部２４内に記録され、インターネット６経由で既にコンテンツ
をダウンロードして蓄積している携帯端末１の電話番号および最終ダウンロード日時を記
録する、コンテンツ保有者リスト２４１Ｂの一例を示す図である。
【図１８】表示制御部１２Ｂにおける、ＳＭＳ受信動作１２１Ｂの一例を示す流れ図であ
る。
【図１９】コンテンツ蓄積部１６における、コンテンツ蓄積動作１６３の一例を示す流れ
図である。
【図２０】コンテンツ選択部２４Ｂにおける、ローミング通知受信動作２４２Ｂの一例を
示す流れ図である。
【図２１】コンテンツ選択部２４Ｂにおける、コンテンツ取得通知受信動作２４３Ｂの一
例を示す流れ図である。
【図２２】コンテンツ選択部２４Ｂにおける、タイマーイベント受信動作２４４Ｂの一例
を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照しながら説明する。まず、第１の実
施形態について説明する。第１の実施形態は、携帯端末１がパケット網を利用できない地
域に居る場合や、データローミングの利用を設定により拒否している場合に、携帯端末１
の加入元（契約元）の携帯電話事業者もしくはその提携するサービス事業者が、渡航先ネ
ットワークのエリア内に居る携帯端末（すなわちローミングアウト中の携帯端末）に、情
報をプッシュ配信するものである。
【００２０】
　図１は本発明の第１の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。同図
を参照して、本発明の第１の実施形態に係るプッシュ配信システムを説明する。
【００２１】
　本実施形態に係るプッシュ配信システムは、携帯端末１と、配信装置２と、無線ＬＡＮ
アクセスポイント３と、パケット対応移動体基地局４と、パケット非対応移動体基地局５
と、インターネット６と、電話回線７と、渡航先位置登録サーバ８と、加入元位置登録サ
ーバ９を含む。
【００２２】
　携帯端末１は、表示部１１、表示制御部１２、無線ＬＡＮ通信部１３、パケット通信部
１４、ＳＭＳ受信部１５を備える。携帯端末１の具体例として、スマートフォン（高機能
携帯電話機）やタブレット端末が挙げられる。携帯端末１は、電話回線７を通じてＳＭＳ
や音声通話を送受信するための電話番号を有する。
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【００２３】
　表示部１１は、表示制御部からの指示された内容を表示する部位である。表示制御部１
２は、ＳＭＳ受信部１５よりコンテンツＩＤの通知を受け、無線ＬＡＮ通信部１３または
パケット通信部１４から標準版コンテンツ本体を受信して表示部１１に表示するか、もし
くはＳＭＳ受信部１５から到着する簡略版コンテンツを表示部１１に表示するＳＭＳ受信
動作１２１を行う。
【００２４】
　表示制御部１２は、具体的には、スマートフォン（高機能携帯電話機）やタブレット端
末にインストールするアプリケーション（アプリ）の形で提供する。無線ＬＡＮ通信部１
３は、無線ＬＡＮアクセスポイント３と通信を行い、表示制御部１２がインターネット６
を通じてＷＥＢサーバ２１等と通信できるようにする。もし無線ＬＡＮアクセスポイント
３のサービスエリア外等の理由で通信ができない場合は、その旨を表示制御部１２に通知
する。
【００２５】
　パケット通信部１４は、パケット対応移動体基地局４と通信を行い、表示制御部１２が
インターネット６を通じてＷＥＢサーバ２１等と通信できるようにする。もしパケット対
応移動体基地局４のサービスエリア外等の理由で通信ができない場合は、その旨を表示制
御部１２に通知する。
【００２６】
　ＳＭＳ受信部１５は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移動体基地
局５と通信を行い、電話回線７を通じてＳＭＳ（ショートメッセージサービス）のメッセ
ージを受信し、表示制御部１２に通知する。受信したＳＭＳが、連結ＳＭＳである場合は
、分割されたＳＭＳをつなぎあわせて連結した後で、表示制御部１２に通知する。
【００２７】
　配信装置２は、ＷＥＢサーバ２１、ＳＭＳ送信部２２、コンテンツサーバ２３、コンテ
ンツ選択部２４、時計２５、およびタイマー２６を備える。なお配信装置２は、電話回線
７を通じてＳＭＳや音声通話を送受信するための電話番号を有する。なお、配信装置２は
、携帯端末１の加入国に設置してもよいし、渡航先に設置しても良い。
【００２８】
　ＷＥＢサーバ２１は、携帯端末１からインターネット６を通じて届くコンテンツ取得要
求に応じて、要求で提示されたコンテンツＩＤに対応するコンテンツをコンテンツサーバ
２３から取り出し、インターネット６を通じて携帯端末１に送信する。また、携帯端末１
からインターネット６を通じてコンテンツ取得要求を受信した場合、携帯端末１の電話番
号、およびコンテンツＩＤから構成されるコンテンツ取得通知をコンテンツ選択部２４に
送信する。
【００２９】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４より指示を受けた宛先電話番号の携帯端末
に対して、コンテンツ選択部２４より指示を受けた内容のメッセージを、電話回線７を通
じて送信する。もしコンテンツ選択部２４より指示を受けた内容のメッセージが、ＳＭＳ
で送信できるサイズ（７０文字～１４０文字程度）を超える場合は、複数のＳＭＳに分割
し、いわゆる「連結ＳＭＳ」方式にて送信する。
【００３０】
　コンテンツサーバ２３は、内部にコンテンツ管理テーブル２３１、標準版コンテンツ２
３２、簡略版コンテンツ２３３をもつ。コンテンツサーバ２３は、コンテンツ選択部２４
からの要求により、保管しているコンテンツの一覧を示すコンテンツ管理テーブル２３１
を参照し、条件に合致するコンテンツを返答する。また、コンテンツ選択部２４からの要
求に応じて、簡略版コンテンツ２３３を取り出し、コンテンツ選択部２４に呈示する。さ
らに、ＷＥＢサーバ２１からの要求に応じて、標準版コンテンツ２３２を取り出し、ＷＥ
Ｂサーバ２１に呈示する。
【００３１】
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　コンテンツ選択部２４は、内部にコンテンツ通知履歴テーブル２４１をもち、ローミン
グ通知受信動作２４２、コンテンツ取得通知受信動作２４３、およびタイマーイベント受
信動作２４４を行う。
【００３２】
　コンテンツ通知履歴テーブル２４１は、コンテンツＩＤを通知した通知先の電話番号、
通知したコンテンツＩＤ、および通知日時を記録するテーブルである。ローミング通知受
信動作２４２は、制御網８からローミングインもしくはローミングアウトのイベントを受
信し、コンテンツサーバ２３内のコンテンツ管理テーブル２３１を参照して条件に合致す
るコンテンツを検索し、検索されたコンテンツのコンテンツＩＤを、制御網８から通知を
受けた携帯端末１の電話番号宛に送信するよう、ＳＭＳ送信部２２に指示する。この際、
通知先電話番号、コンテンツＩＤ、および通知日時を、コンテンツ選択部２４内部のコン
テンツ通知履歴テーブル２４１に記録する。
【００３３】
　コンテンツ取得通知受信動作２４３は、ＷＥＢサーバ２１からコンテンツ取得通知を受
信した場合、コンテンツ通知履歴テーブル２４１の該当エントリを削除する。
【００３４】
　タイマーイベント受信動作２４４は、タイマー２６からタイマーイベントを受信した場
合に、コンテンツ通知履歴テーブル２４１を確認し、コンテンツＩＤの通知日時から一定
時間以上経過している場合は、インターネット経由での標準版コンテンツの取得が不可能
であると判断し、コンテンツサーバ２３より簡略版コンテンツを取得し、前記簡略版コン
テンツを携帯端末１の電話番号宛に送信するようＳＭＳ送信部２２に対して指示する。
【００３５】
　その後タイマー２６に対して、一定時間後にタイマーイベントが再度発生するよう設定
を行う。なお、簡略版コンテンツは、ＳＭＳで送信できるサイズ（７０文字～１４０文字
程度）を超える場合があるが、複数のＳＭＳに分割し、いわゆる「連結ＳＭＳ」方式にて
送信する作業は、ＳＭＳ送信部２２が行う。
【００３６】
　時計２５は、コンテンツ選択部２４からの要求に応じて、現在の年月日時分秒を返却す
る。なお、現在の年月日時分秒は、ＮＴＰ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）等を用いて、常に正確に保たれているものとする。
【００３７】
　タイマー２６は、コンテンツ選択部２４から指定された日時に、タイマーイベントをコ
ンテンツ選択部２４に通知する。
【００３８】
　無線ＬＡＮアクセスポイント３は、携帯端末１とインターネット６を、無線ＬＡＮを通
じて接続する。無線ＬＡＮアクセスポイント３は、家庭、オフィス、ホテル、カフェ、電
柱などに設置され、数ｍ～数百ｍをサービスエリアにする電波を受発信する。
【００３９】
　パケット対応移動体基地局４は、パケット交換（ＰＳ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉ
ｎｇ）と回線交換（ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）の双方に対応した、移
動体基地局である。パケット対応移動体基地局４は、携帯端末１の契約元携帯電話事業者
の提携先事業者が設置する、つまり携帯端末１の渡航先に設置されている移動体基地局で
ある。
【００４０】
　パケット対応移動体基地局４は、携帯端末１とインターネット６を、パケット交換（Ｈ
ＳＰＡ（High Speed Packet Access）、ＥＤＧＥ(Enhanced Data GSM（登録商標） Envir
onment)、ＬＴＥ(Long Term Evolution)など）を通じて接続する。また、電話回線７と携
帯端末１を、回線交換により接続する。さらに、自身のサービスエリア内に携帯端末１を
検知した場合や、携帯端末１から要求があった場合に、渡航先位置登録サーバ８に位置登
録を行う。前記位置登録に際しては、携帯端末１の電話番号、パケット対応移動体基地局
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４の基地局ＩＤなどを通知する。
【００４１】
　パケット非対応移動体基地局５は、回線交換（CS：Circuit Switching）のみに対応し
た、移動体基地局である。パケット非対応移動体基地局５は、携帯端末１の契約元携帯電
話事業者の提携先事業者が設置する、つまり携帯端末１の渡航先に設置されている移動体
基地局である。パケット非対応移動体基地局５は、電話回線７と携帯端末１を、回線交換
により接続する。
【００４２】
　また、自身のサービスエリア内に携帯端末１を検知した場合や、携帯端末１から要求が
あった場合に、渡航先位置登録サーバ８に位置登録を行う。前記位置登録に際しては、携
帯端末１の電話番号、パケット非対応移動体基地局５の基地局ＩＤなどを通知する。
【００４３】
　インターネット６は、ＩＰアドレスで指定した宛先に、パケット単位でデータを転送で
きるネットワークである。ここでは、グローバルＩＰアドレスを用いた、いわゆるＴｈｅ
　Ｉｎｔｅｒｎｅｔのことを指している。
【００４４】
　電話回線７は、電話番号で指定した宛先に、回線交換方式で音声通話もしくはメッセー
ジ（ＳＭＳ）送信を行うネットワークである。
【００４５】
　渡航先位置登録サーバ８は、渡航先において携帯端末１の在圏情報を管理する機器であ
る。渡航先位置登録サーバ８は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移
動体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置
登録情報）を受信し、音声着信時などに呼び出しを行う基地局を決定する。
【００４６】
　また、携帯端末１の契約元携帯電話事業者が、自社以外である場合（渡航先事業者から
見てローミングインにあたる場合）は、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に、位置登
録を行う。前記位置登録に際しては、携帯端末１の電話番号、渡航先位置登録サーバ８が
属するネットワークのＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）およびＭＮＣ
（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｏｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ）などを、加入元位置登録サーバ９に通知
する。※ここでＭＣＣおよびＭＮＣは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．２１２で定義されるものを利
用する。
【００４７】
　加入元位置登録サーバ９は、携帯端末１の在圏情報を管理する機器である。加入元位置
登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、
携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信し、音声着信時などに呼び出しを行う基地
局を決定する。
【００４８】
　また、加入元位置登録サーバ９からみてローミングアウトを検出した場合（つまり渡航
先位置登録サーバ８から位置登録を受けた場合）は、コンテンツ選択部２４に対して、ロ
ーミングアウトを行った携帯端末１の電話番号、および在圏エリア（渡航先）のＭＣＣを
通知する。
【００４９】
　図２はコンテンツサーバ２３内に記録され、コンテンツサーバ２３が保管しているコン
テンツの一覧を示す、コンテンツ管理テーブル２３１の一例を示す図である。コンテンツ
管理テーブル２３１は、コンテンツＩＤ２３１１、提供期間２３１２、提供曜日２３１３
、提供時間帯２３１４、渡航先ＭＣＣ２３１５、加入国国番号２３１６、標準版ファイル
２３１７、簡略版ファイル２３１８より構成される。
【００５０】
　コンテンツＩＤ２３１１は、コンテンツサーバ２３内に保管されているコンテンツを一
意に示すＩＤである。提供期間２３１２は、当該コンテンツを、携帯端末１に配信する開
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始年月日および終了年月日を設定する項目である。例えば、当該コンテンツがキャンペー
ンに関する内容である場合、この項目を用いて、キャンペーン期間内に限定して情報配信
を行う。
【００５１】
　提供曜日２３１３は、当該コンテンツを、携帯端末１に配信する曜日を設定する項目で
ある。例えば、当該コンテンツが商店や飲食店に関する内容である場合、この項目を用い
て、定休日を除外して情報配信を行う。ここでは月曜日を１、火曜日を２、水曜日を３、
木曜日を４、金曜日を５、土曜日を６、日曜日を７で表記する。
【００５２】
　提供時間帯２３１４は、当該コンテンツを、携帯端末１に配信する開始時刻および終了
時刻を設定する項目である。例えば、当該コンテンツがアフタヌーンティーに関する内容
である場合、この項目を用いて、午後に限定して情報配信を行う。
【００５３】
　渡航先ＭＣＣ２３１５は、情報配信先ネットワークの国コード（ＭＣＣ：Mobile Count
ry Code）を設定する項目である。例えば、シンガポールに渡航中の加入者端末に情報配
信を行う場合、シンガポールのＭＣＣである５２５を設定する。ここでＭＣＣは、ＩＴＵ
－Ｔ勧告Ｅ．２１２で定められているものを利用する。
【００５４】
　加入国国番号２３１６は、情報配信先端末の加入国の国際電話国番号を設定する項目で
ある。例えば、日本契約の加入者端末に情報配信を行う場合、日本の国際電話国番号であ
る８１を設定する。ここで国番号は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４で定められているものを
利用する。
【００５５】
　標準版ファイル２３１７は、インターネット６を通じて配信するコンテンツのファイル
名を指定する項目である。簡略版ファイル２３１８は、インターネット６を通じた標準版
コンテンツの配信が不可能な場合に、電話回線７を通じて配信する簡略版コンテンツのフ
ァイル名を指定する項目である。
【００５６】
　図３は、コンテンツ選択部２４内に記録され、携帯端末１にコンテンツＩＤを通知した
履歴を保管するコンテンツ通知履歴テーブル２４１の一例を示す図である。コンテンツ通
知履歴テーブル２４１は、通知先電話番号２４１１、コンテンツＩＤ２４１２、通知日時
２４１３より構成される。
【００５７】
　通知先電話番号２４１１は、コンテンツＩＤを通知した宛先の電話番号を記載する領域
である。コンテンツＩＤ２４１２は、通知したコンテンツのＩＤを記載する領域である。
通知日時２４１３は、コンテンツＩＤを通知した日時を記載する領域である。
【００５８】
　図４はコンテンツサーバ２３が保管している標準版コンテンツ２３２の一例を示す図で
ある。標準版コンテンツ２３２は、インターネット６を介して携帯端末１に送信される、
容量の大きなコンテンツである。例えば、同図はコンテンツＩＤ００００１に対する標準
版ファイルである００００１．ｈｔｍの例を示しており、写真や地図画像などを含むリッ
チな表現を行う。
【００５９】
　図５はコンテンツサーバ２３が保管している簡略版コンテンツ２３３の一例を示す図で
ある。簡略版コンテンツ２３３は、電話回線７を介して携帯端末１に送信される、容量の
小さなコンテンツである。例えば、同図はコンテンツＩＤ００００１に対する簡略版ファ
イルである００００１．ｔｘｔの例を示しており、文字だけのシンプルな表現を行う。
【００６０】
　図６は表示制御部１２における、ＳＭＳ受信動作１２１の一例を示す流れ図である。同
図を参照すると、表示制御部１２は、ＳＭＳ受信部１５よりＳＭＳ受信通知を受けると、
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ＳＭＳ受信動作１２１が起動し、ＳＭＳ受信部１５において受信・保管されているＳＭＳ
の本体を取得する（ステップ１２１１）。
【００６１】
　ステップ１２１１において取得したＳＭＳ本体の中に、コンテンツＩＤを示す識別子（
たとえばＰＵＳＨ）が含まれている場合は（ステップ１２１２にて"ＹＥＳ"の場合）、ス
テップ１２１３に移る。一方、コンテンツＩＤを示す識別子（たとえばＰＵＳＨ）が含ま
れていない場合は（ステップ１２１２にて"ＮＯ"の場合）、ステップ１２１６に移る。
【００６２】
　ステップ１２１２においてコンテンツＩＤを示す識別子を検出した場合（ステップ１２
１２にて"ＹＥＳ"の場合）、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部１４に対して、
インターネット６に接続可能であるか否かを問い合わせる（ステップ１２１３）。
【００６３】
　無線ＬＡＮ通信部１３とパケット通信部１４のいずれか又は両方でインターネット６に
接続可能である場合（つまりＷＥＢサーバ２１と通信可能である場合）（ステップ１２１
３にて"ＹＥＳ"の場合）は、ステップ１２１４に移る。
【００６４】
　一方、無線ＬＡＮ通信部１３とパケット通信部１４の両方でインターネット６に接続で
きない場合（つまりＷＥＢサーバ２１と通信不可である場合）（ステップ１２１３にて"
ＮＯ"の場合）は、ＳＭＳ受信動作１２１を終了する。
【００６５】
　ステップ１２１３においてインターネット６に接続可能であると判断した場合（ステッ
プ１２１３にて"ＹＥＳ"の場合）、ステップ１２１２で取得したコンテンツＩＤと自身の
電話番号を、無線ＬＡＮ通信部１３もしくはパケット通信部１４を通じて、インターネッ
ト６経由でＷＥＢサーバ２１に送信し、インターネット６経由でコンテンツＩＤに対応す
る標準版コンテンツ２３２を取得する（ステップ１２１４）。そして、ステップ１２１４
において取得した標準版コンテンツを、表示部１１に表示する（ステップ１２１５）。
【００６６】
　ステップ１２１２において、コンテンツＩＤを示す識別子がない場合（ステップ１２１
２にて"ＮＯ"の場合）、取得したＳＭＳ本体の中に、簡略版コンテンツを示す識別子（た
とえばＣＯＮＴ）が含まれているか否かを調べ（ステップ１２１６）、取得したＳＭＳ本
体の中に、簡略版コンテンツを示す識別子（たとえばＣＯＮＴ）が含まれている場合は（
ステップ１２１６にて"ＹＥＳ"の場合）、ステップ１２１６において取得した簡略版コン
テンツを表示部１１に表示する（ステップ１２１７）。
【００６７】
　一方、簡略版コンテンツを示す識別子（たとえばＣＯＮＴ）が含まれていない場合は（
ステップ１２１６にて"ＮＯ"の場合）、ＳＭＳ受信動作１２１を終了する。
【００６８】
　図７はコンテンツ選択部２４における、ローミング通知受信動作２４２の一例を示す流
れ図である。コンテンツ選択部２４は、加入元位置登録サーバ９より、ローミングアウト
を行った携帯端末１の電話番号、および在圏エリア（渡航先）のＭＣＣを含むローミング
通知を受け取ると、ローミング通知受信動作２４２が起動する（ステップ２４２１）。
【００６９】
　コンテンツ選択部２４は、時計２５より現在の年月日時分秒を取得する（ステップ２４
２２）。コンテンツ選択部２４は、ステップ２４２１で受信した携帯端末１の電話番号か
ら判別できる加入国の国番号、ステップ２４２１で受信した渡航先のＭＣＣ、ステップ２
４２２で取得した現在の日付、時間、曜日をキーに、コンテンツ管理テーブル２３１を検
索し、条件に合致するコンテンツのＩＤを取得する（ステップ２４２３）。
【００７０】
　ステップ２４２３において、条件に合致するコンテンツが１つ以上見つかった場合は、
ステップ２４２５に進む。条件に合致するコンテンツを検索できなかった場合は、ローミ
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ング通知受信動作２４２を終了する。（ステップ２４２４）
【００７１】
　ステップ２４２３において、条件に合致するコンテンツのＩＤを、コンテンツＩＤを示
す識別子（たとえばＰＵＳＨ）とともに、ステップ２４２１で受信した携帯端末１の電話
番号宛てに、ＳＭＳ送信部２２を用いて送信する（ステップ２４２５）。
【００７２】
　コンテンツＩＤを通知した履歴を、コンテンツ通知履歴テーブル２４１に登録する。ス
テップ２４２１で受信した携帯端末１の電話番号を通知先電話番号２４１１に登録し、通
知したコンテンツＩＤを２４１２に登録する。また、通知した年月日時分秒を、通知日時
２４１３に登録する（ステップ２４２６）。
【００７３】
　図８はコンテンツ選択部２４における、コンテンツ取得通知受信動作２４３の一例を示
す流れ図である。コンテンツ選択部２４は、ＷＥＢサーバ２１より、標準版コンテンツを
受信した端末の電話番号とコンテンツＩＤから構成されるコンテンツ取得通知を受信する
と、コンテンツ取得通知受信動作２４３が起動する（ステップ２４３１）。
【００７４】
　ステップ２４３１で受信した電話番号とコンテンツＩＤをキーに、コンテンツ通知履歴
テーブル２４１を検索し、条件に合致するエントリを削除し、コンテンツ取得通知受信動
作２４３を終了する（ステップ２４３２）。
【００７５】
　図９はコンテンツ選択部２４における、タイマーイベント受信動作２４４の一例を示す
流れ図である。コンテンツ選択部２４は、タイマー２６より、タイマーイベントを受信す
ると、タイマーイベント受信動作２４４が起動する（ステップ２４４１）。
【００７６】
　コンテンツ選択部２４は、時計２５より現在の年月日時分秒を取得する（ステップ２４
４２）。コンテンツ選択部２４は、ステップ２４４２で取得した現在日時をキーに、コン
テンツ通知履歴テーブル２４１を検索し、通知日時から現在日時までの間が一定時間(た
とえば５分）以上経過しているエントリを検索する（ステップ２４４３）。
【００７７】
　ステップ２４４３において、条件に合致するエントリが１つ以上見つかった場合は、ス
テップ２４４５に進む。一方、条件に合致するエントリを検索できなかった場合は、ステ
ップ２４４７に進む（ステップ２４４４）。
【００７８】
　ステップ２４４４において検索されたエントリに記載されているコンテンツＩＤの簡略
版コンテンツ２３３を、コンテンツサーバ２３から取得し、ステップ２４４４において検
索されたエントリに記載されているステップ２４４４で受信した携帯端末１の電話番号宛
てに、ＳＭＳ送信部２２を用いて送信する（ステップ２４４５）。
【００７９】
　ステップ２４４３で検索されたエントリを削除する（ステップ２４４６）。一定時間後
（たとえば５分後）に再度タイマーイベント受信動作２４４が起動するよう、タイマー２
６を設定し、タイマーイベント受信動作２４４を終了する（ステップ２４４７）。
【００８０】
　以下、図１を参照して、本システムを用いたプッシュ配信方法を具体的に説明する。
【００８１】
　まず、実施例１について説明する。実施例１はデータローミング拒否中のローミングア
ウト端末への情報配信に関するものである。実施例１では、日本（国番号８１）で契約し
た０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１の所有者が、携帯端末１をシン
ガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、ローミングアウトを行った場合に、ローミングア
ウト端末への情報配信を行う場合を例に、説明を行う。
【００８２】
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　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３内に、図４およ
び図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図２に示
す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているものとす
る。
【００８３】
　また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定は自動的に行うが、データローミ
ングは行わない設定になっているとする。タイマーイベント受信動作２４４は、配信装置
２の起動時に実行され、以降は定期的（たとえば約５分ごと）に実行されているものとす
る。
【００８４】
　位置登録動作：
　日本（国番号８１）で契約した０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、携帯端末１をシンガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、携帯端末の電源を
入れると、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパケット対応移
動体基地局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８に在圏情報の登録を行う。このとき、携
帯端末が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば５２５－０１）と、加
入者番号（８１９０１２３４１２３４）が共通線信号網を通じて通知される。
【００８５】
　渡航先位置登録サーバ８は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移動
体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登
録情報）を受信する。今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約元
携帯電話事業者が自社以外である（渡航先位置登録サーバ８を所管する事業者から見てロ
ーミングインにあたる）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に、位置登録を行う
。この際、携帯端末１の電話番号（８１９０１２３４１２３４）と、渡航先位置登録サー
バ８が属するネットワークのＭＣＣ（５２５）およびＭＮＣ（０１）を、加入元位置登録
サー９に通知する。
【００８６】
　加入元位置登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など
）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信する。加入元位置登録サーバ
９は、在圏情報の登録を受け、自社の加入者がシンガポールのネットワークにローミング
アウトしたことを検知する。すると、コンテンツ選択部２４に、渡航先のＭＮＣ（ここで
は５２５）と加入者番号（８１９０１２３４１２３４）を、コンテンツ選択部２４に通知
する。
【００８７】
　コンテンツ選択部２４は、位置登録サーバ８から渡航先のＭＮＣ（ここでは５２５）と
加入者番号（８１９０１２３４１２３４）の通知を受けると、現在の日付、曜日、時刻、
渡航国ＭＮＣ、および加入国国番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、条
件に合致するコンテンツを検索する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コード
４）１４時５１分２３秒に、渡航先ＭＮＣ＝５２５、加入国国番号８１を条件に検索を行
い、検索の結果、コンテンツＩＤ００００１を得る。
【００８８】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツ管理テーブル２３１を検索した結果得られたコン
テンツＩＤ（ここでは００００１）と、プッシュ配信用ＳＭＳであることを示す識別子（
例えばＰＵＳＨ）を本文とするＳＭＳを、加入者番号８１９０１２３４１２３４宛てにＳ
ＭＳ送信部２２を通じて送信する。また、コンテンツ通知履歴テーブル２４１に、通知先
電話番号（８１９０１２３４１２３４）、コンテンツＩＤ（００００１）、および通知日
時（２０１２０１０５１４５１２３）を記録する。
【００８９】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から指示された宛先（＋８１９０１２３４
１２３４）に、本文を「ＰＵＳＨ＝００００１」とするＳＭＳを送信する。
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【００９０】
　ＳＭＳ送信部２２から送信されたＳＭＳは、電話回線７、パケット対応移動体基地局４
もしくはパケット非対応移動体基地局５（位置登録サーバ８に登録されている携帯端末１
の滞在エリアによりどちらか選択される）を通じて、ＳＭＳ受信部１５に到着する。ＳＭ
Ｓ受信部１５は、ＳＭＳを受信した旨を表示制御部１２に通知する。
【００９１】
　表示制御部１２は、ＳＭＳ受信動作１２１を起動し、到着したＳＭＳの本文を受信し、
本文に識別子「ＰＵＳＨ」が含まれていることから、到着したＳＭＳがコンテンツＩＤを
通知するものであると判別する。またこのとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００
００１」を抽出する。
【００９２】
　表示制御部１２は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部に対して、インターネ
ット６に接続可能であるか否かを問い合わせるが、携帯端末１は、データローミングを行
わない設定になっている為、インターネット接続不可との回答を得る。このため、ＳＭＳ
受信動作１２１を一旦終了する。
【００９３】
　タイマーイベント起動：
　携帯端末１内のＳＭＳ受信動作１２１の終了から数分後に、配信装置２内のタイマー２
６においてタイマーイベントが発生し、コンテンツ選択部２４内のタイマーイベント受信
動作２４４が起動する。
【００９４】
　コンテンツ選択部２４は、時計２５から現在日時（ここでは２０１２年１月５日木曜日
１４時５７分０２秒とする）を取得し、コンテンツ通知履歴テーブル２４１を検索して、
現在日時から５分以上経過しているエントリを抽出する。この結果、通知先電話番号＝８
１９０１２３４１２３４、コンテンツＩＤ＝００００１、通知日時＝２０１２０１０５１
４５１２３のエントリを得る。
【００９５】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツＩＤ＝００００１に対応するコンテンツの簡略版
ファイル名をコンテンツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２３から
簡略版ファイル（ここでは００００１．ｔｘｔ）を得る。
【００９６】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツサーバ２３から取得した簡略版ファイル（ここで
は００００１．ｔｘｔ）内に記載されている本文を、８１９０１２３４１２３４宛てに送
信するよう、ＳＭＳ送信部２２に指示する。このとき、本文の先頭に、簡略版コンテンツ
を示す識別子（ここではＣＯＮＴ）を挿入する。
【００９７】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から受信した本文が、ＳＭＳで送受信でき
るサイズを超えているため、本文を複数のＳＭＳに分割した上で、一般的に連結ＳＭＳと
よばれる方式で、電話回線７およびパケット対応移動体基地局４あるいはパケット非対応
移動体基地局５を通じて複数のＳＭＳ受信部１５に送信する。
【００９８】
　ＳＭＳ受信部１５は、分割送信されたＳＭＳを受信して連結し、連結完了後に、表示制
御部１２に対してＳＭＳ受信通知を送る。表示制御部１２は、ＳＭＳ受信部１５からＳＭ
Ｓ受信通知をうけ、本文を取得する。本文の先頭に、簡略版コンテンツを示す識別子（Ｃ
ＯＮＴ）が含まれていることから、受信した本文を表示部１１で表示する。
【００９９】
　次に、実施例２について説明する。実施例２はデータローミング許可中のローミングア
ウト端末への情報配信に関するものである。実施例２では、日本（国番号８１）で契約し
た０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１の所有者が、携帯端末１をシン
ガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、ローミングアウトを行った場合に、ローミングア
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ウト端末への情報配信を行う場合を例に、説明を行う。
【０１００】
　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３内に、図４およ
び図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図２に示
す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているものとす
る。
【０１０１】
　また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定を自動的に行い、さらにデータロ
ーミングを行う設定になっているとする。タイマーイベント受信動作２４４は、配信装置
２の起動時に実行され、以降は定期的（たとえば約５分ごと）に実行されているものとす
る。
【０１０２】
　位置登録動作：
　日本（国番号８１）で契約した０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、携帯端末１をシンガポール（国番号６５）に持ち込み、携帯端末の電源を入
れると、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパケット対応移動
体基地局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８に在圏情報の登録を行う。このとき、携帯
端末が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば５２５－０１）と、加入
者番号（８１９０１２３４１２３４）が共通線信号網を通じて通知される。
【０１０３】
　渡航先位置登録サーバ８は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移動
体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登
録情報）を受信する。
【０１０４】
　今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約元携帯電話事業者が自
社以外である（渡航先位置登録サーバ８を所管する事業者から見てローミングインにあた
る）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に、位置登録を行う。この際、携帯端末
１の電話番号（８１９０１２３４１２３４）と、渡航先位置登録サーバ８が属するネット
ワークのＭＣＣ（５２５）およびＭＮＣ（０１）を、加入元位置登録サー９に通知する。
【０１０５】
　加入元位置登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など
）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信する。加入元位置登録サーバ
９は、在圏情報の登録を受け、自社の加入者がシンガポールのネットワークにローミング
アウトしたことを検知する。すると、コンテンツ選択部２４に、渡航先のＭＮＣ（ここで
は５２５）と加入者番号（８１９０１２３４１２３４）を、コンテンツ選択部２４に通知
する。
【０１０６】
　コンテンツ選択部２４は、位置登録サーバ８から渡航先のＭＮＣ（ここでは５２５）と
加入者番号（８１９０１２３４１２３４）の通知を受けると、現在の日付、曜日、時刻、
渡航国ＭＮＣ、および加入国国番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、条
件に合致するコンテンツを検索する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コード
４）１４時５１分２３秒に、渡航先ＭＮＣ＝５２５、加入国国番号８１を条件に検索を行
い、検索の結果、コンテンツＩＤ００００１を得る。
【０１０７】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツ管理テーブル２３１を検索した結果得られたコン
テンツＩＤ（ここでは００００１）と、プッシュ配信用ＳＭＳであることを示す識別子（
例えばＰＵＳＨ）を本文とするＳＭＳを、加入者番号８１９０１２３４１２３４宛てにＳ
ＭＳ送信部２２を通じて送信する。また、コンテンツ通知履歴テーブル２４１に、通知先
電話番号（８１９０１２３４１２３４）、コンテンツＩＤ（００００１）、および通知日
時（２０１２０１０１５１４５１２３）を記録する。
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【０１０８】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から指示された宛先（＋８１９０１２３４
１２３４）に、本文を「ＰＵＳＨ＝００００１」とするＳＭＳを送信する。
【０１０９】
　ＳＭＳ送信部２２から送信されたＳＭＳは、電話回線７、パケット対応移動体基地局４
もしくはパケット非対応移動体基地局５（位置登録サーバ８に登録されている携帯端末１
の滞在エリアによりどちらか選択される）を通じて、ＳＭＳ受信部１５に到着する。ＳＭ
Ｓ受信部１５は、ＳＭＳを受信した旨を表示制御部１２に通知する。
【０１１０】
　表示制御部１２は、ＳＭＳ受信動作１２１を起動し、到着したＳＭＳの本文を受信し、
本文に識別子「ＰＵＳＨ」が含まれていることから、到着したＳＭＳがコンテンツＩＤを
通知するものであると判別する。またこのとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００
００１」を抽出する。
【０１１１】
　表示制御部１２は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部１４に対して、インタ
ーネット６に接続可能であるか否かを問い合わせるが、携帯端末１は、データローミング
を行う設定になっている為、インターネット接続可能との回答を得る。このため、無線Ｌ
ＡＮ通信部１３および無線ＬＡＮアクセスポイント３、またはパケット通信部１４および
パケット対応移動体基地局４を通じ、ＷＥＢサーバ２１に対して自端末の電話番号（８１
９０１２３４１２３４）とコンテンツＩＤ（００００１）を提示し、標準版コンテンツを
要求する。
【０１１２】
　ＷＥＢサーバ２１は、要求されたコンテンツＩＤ＝００００１に対応するコンテンツの
標準版ファイル名をコンテンツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２
３から標準版ファイル（ここでは００００１．ｈｔｍ）を得る。
【０１１３】
ＷＥＢサーバ２１は、コンテンツサーバ２３から取得した標準版ファイル（ここでは００
００１．ｈｔｍ）を、インターネット６を通じて、表示制御部に送信する。さらに、コン
テンツ選択部２４に対して、電話番号（８１９０１２３４１２３４）およびコンテンツＩ
Ｄ（００００１）からなるコンテンツ取得通知を送信する。
【０１１４】
　コンテンツ選択部２４は、ＷＥＢサーバ２１からコンテンツ取得通知を受信し、電話番
号（８１９０１２３４１２３４）およびコンテンツＩＤ（００００１）に対応するエント
リを検索して削除する。この動作により、簡略版コンテンツが分割ＳＭＳにより送信され
ることがなくなる。表示制御部１２は、ＷＥＢサーバ２１から標準版ファイル（ここでは
００００１．ｈｔｍ）を受信すると、受信した本文を表示部１１で表示する。
【０１１５】
　以上の説明では、コンテンツＩＤを含んだＳＭＳであること、および、簡略版コンテン
ツ本体を含むＳＭＳであることを、識別子（たとえばＰＵＳＨやＣＯＮＴ）を用いて表現
したが、配信装置２内のＳＭＳ送信部２２に、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ
送信用の２つの電話番号を持たせ、ＳＭＳ受信部１５が、発信者番号通知機能で通知され
る発信電話番号をもとに、送信されてきたＳＭＳの種類を判別してもよい。
【０１１６】
　また、以上の説明では、渡航先をＭＣＣを用いて判別しているが、ＭＣＣとＭＮＣを組
み合わせて判別してもよい。また、ＭＣＣの代わりに、国番号を用いてもよい。
【０１１７】
　さらに、パケット対応移動体基地局４やパケット非対応移動体基地局５に、あらかじめ
パケット対応移動体基地局４やパケット非対応移動体基地局５が設置されている場所の緯
度経度を登録しておき、位置登録時に緯度経度情報も一緒にコンテンツ選択部２４に通知
し、コンテンツ選択部２４が、加入元位置登録サーバ９から通知される緯度経度を元に渡
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航先を判別してもよい。
【０１１８】
　以上の説明では、ローミングアウト時に、ローミング先のエリア内に居る携帯端末１に
対して情報配信する例を示したが、位置登録時に緯度経度情報も一緒にコンテンツ選択部
２４に通知する場合は、ローミングではない場合（自社エリア内に居る端末に対して）に
、情報のプッシュ配信を行うこともできる。
【０１１９】
　本実施形態によれば、携帯端末１がパケット網を利用できない地域に居る場合や、デー
タローミングの利用を設定により拒否している場合に、携帯端末１の加入元（契約元）の
携帯電話事業者もしくはその提携するサービス事業者が、渡航先ネットワークのエリア内
に居る携帯端末（すなわちローミングアウト中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信する
ことができる。
【０１２０】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、携帯端末１がパ
ケット網を利用できない地域に在圏している場合や、データローミングの利用を設定によ
り拒否している場合に、携帯端末１の渡航先（ローミング先）の携帯電話事業者もしくは
その提携するサービス事業者が、携帯端末１の渡航先ネットワークのエリア内に居る携帯
端末（すなわちローミングイン中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信するものである。
【０１２１】
　図１０は本発明の第２の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。同
図を参照して、本発明の第２の実施形態に係るプッシュ配信システムを説明する。
【０１２２】
　渡航先位置登録サーバ８Ａは、携帯端末１の渡航先において在圏情報を管理する機器で
ある。渡航先位置登録サーバ８Ａは、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対
応移動体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（
位置登録情報）を受信し、音声着信時などに呼び出しを行う基地局を決定する。
【０１２３】
　また、携帯端末１の契約元携帯電話事業者が、自社以外である場合（渡航先事業者から
見てローミングインにあたる場合）は、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に位置登録
を行うと共に、コンテンツ選択部２４に対して、ローミングアウトを行った携帯端末１の
電話番号、および在圏エリア（渡航先）のＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏ
ｄｅ）を通知する。
【０１２４】
　加入元位置登録サーバ９Ａは、携帯端末１の在圏情報を管理する機器である。加入元位
置登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて
、携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信し、音声着信時などに呼び出しを行う基
地局を決定する。
【０１２５】
　以下、図１０を参照して、本システムを用いたプッシュ配信方法を具体的に説明する。
【０１２６】
　まず、実施例１について説明する。実施例１はデータローミング拒否中のローミングイ
ン端末への情報配信に関するものである。実施例１では、台湾（国番号８８６）で契約し
た０９１２１２３１２３の電話番号を有する携帯端末１の所有者が、携帯端末１を日本（
ＭＣＣ４４０）に持ち込み、携帯端末１の渡航先ネットワークの事業者からみてローミン
グインにあたる場合に、ローミングイン端末への情報配信を行う場合を例に、説明を行う
。
【０１２７】
　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３内に、図４およ
び図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図２に示
す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているものとす
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る。
【０１２８】
　また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定は自動的に行うが、データローミ
ングは行わない設定になっているとする。タイマーイベント受信動作２４４は、配信装置
２の起動時に実行され、以降は定期的（たとえば約５分ごと）に実行されているものとす
る。
【０１２９】
　位置登録動作：
　台湾（国番号８８６）で契約した０９１２１２３１２３の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、携帯端末１を日本（ＭＣＣ４４０）に持ち込み、携帯端末の電源を入れると
、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパケット対応移動体基地
局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８Ａに在圏情報の登録を行う。このとき、携帯端末
が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば４４０－１０）と、加入者番
号（８８６９１２１２３１２３）が共通線信号網を通じて通知される。
【０１３０】
　渡航先位置登録サーバ８Ａは、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移
動体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置
登録情報）を受信する。今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約
元携帯電話事業者が自社以外である（渡航先位置登録サーバ８Ａを所管する事業者から見
てローミングインにあたる）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９Ａに、位置登録
を行う。
【０１３１】
　この際、携帯端末１の電話番号（８８６９１２１２３１２３）と、渡航先位置登録サー
バ８が属するネットワークのＭＣＣ（４４０）およびＭＮＣ（１０）を、加入元位置登録
サー９Ａに通知する。さらに渡航先位置登録サーバ８Ａは、コンテンツ選択部２４に、渡
航先のＭＮＣ（ここでは４４０）と加入者番号（８８６９１２１２３１２３）を、コンテ
ンツ選択部２４に通知する。
【０１３２】
　コンテンツ選択部２４は、位置登録サーバ８Ａから渡航先のＭＮＣ（ここでは４４０）
と加入者番号（８８６９１２１２３１２３）の通知を受けると、現在の日付、曜日、時刻
、渡航国ＭＮＣ、および加入国国番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、
条件に合致するコンテンツを検索する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コー
ド４）１５時０３分３７秒に、渡航先ＭＮＣ＝４４０、加入国国番号８８６を条件に検索
を行い、検索の結果、コンテンツＩＤ００００３を得る。
【０１３３】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツ管理テーブル２３１を検索した結果得られたコン
テンツＩＤ（ここでは００００３）と、プッシュ配信用ＳＭＳであることを示す識別子（
例えばＰＵＳＨ）を本文とするＳＭＳを、加入者番号８８６９１２１２３１２３宛てにＳ
ＭＳ送信部２２を通じて送信する。また、コンテンツ通知履歴テーブル２４１に、通知先
電話番号（８８６９１２１２３１２３）、コンテンツＩＤ（００００３）、および通知日
時（２０１２０１０５１５０３３７）を記録する。
【０１３４】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から指示された宛先（＋８８６９１２１２
３１２３）に、本文を「ＰＵＳＨ＝００００３」とするＳＭＳを送信する。
【０１３５】
　ＳＭＳ送信部２２から送信されたＳＭＳは、電話回線７、パケット対応移動体基地局４
もしくはパケット非対応移動体基地局５（位置登録サーバ８に登録されている携帯端末１
の滞在エリアによりどちらか選択される）を通じて、ＳＭＳ受信部１５に到着する。ＳＭ
Ｓ受信部１５は、ＳＭＳを受信した旨を表示制御部１２に通知する。
【０１３６】
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　表示制御部１２は、ＳＭＳ受信動作１２１を起動し、到着したＳＭＳの本文を受信し、
本文に識別子「ＰＵＳＨ」が含まれていることから、到着したＳＭＳがコンテンツＩＤを
通知するものであると判別する。またこのとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００
００３」を抽出する。
【０１３７】
　表示制御部１２は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部に対して、インターネ
ット６に接続可能であるか否かを問い合わせるが、携帯端末１は、データローミングを行
わない設定になっている為、インターネット接続不可との回答を得る。このため、ＳＭＳ
受信動作１２１を一旦終了する。
【０１３８】
　タイマーイベント起動：
　携帯端末１内のＳＭＳ受信動作１２１の終了から数分後に、配信装置２内のタイマー２
６においてタイマーイベントが発生し、コンテンツ選択部２４内のタイマーイベント受信
動作２４４が起動する。
【０１３９】
　コンテンツ選択部２４は、時計２５から現在日時（ここでは２０１２年１月５日木曜日
１５時１０分０２秒とする）を取得し、コンテンツ通知履歴テーブル２４１を検索して、
現在日時から５分以上経過しているエントリを抽出する。この結果、通知先電話番号＝８
８６９１２１２３１２３、コンテンツＩＤ＝００００３、通知日時＝２０１２０１０５１
５０３３７のエントリを得る。
【０１４０】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツＩＤ＝００００３に対応するコンテンツの簡略版
ファイル名をコンテンツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２３から
簡略版ファイル（ここでは００００３．ｔｘｔ）を得る。
【０１４１】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツサーバ２３から取得した簡略版ファイル（ここで
は００００３．ｔｘｔ）内に記載されている本文を、８８６９１２１２３１２３宛てに送
信するよう、ＳＭＳ送信部２２に指示する。このとき、本文の先頭に、簡略版コンテンツ
を示す識別子（ここではＣＯＮＴ）を挿入する。
【０１４２】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から受信した本文が、ＳＭＳで送受信でき
るサイズを超えているため、本文を複数のＳＭＳに分割した上で、一般的に連結ＳＭＳと
よばれる方式で、電話回線７およびパケット対応移動体基地局４あるいはパケット非対応
移動体基地局５を通じて複数のＳＭＳ受信部１５に送信する。
【０１４３】
　ＳＭＳ受信部１５は、分割送信されたＳＭＳを受信して連結し、連結完了後に、表示制
御部１２に対してＳＭＳ受信通知を送る。表示制御部１２は、ＳＭＳ受信部１５からＳＭ
Ｓ受信通知をうけ、本文を取得する。本文の先頭に、簡略版コンテンツを示す識別子（Ｃ
ＯＮＴ）が含まれていることから、受信した本文を表示部１１で表示する。
【０１４４】
　次に、実施例２について説明する。実施例２はデータローミング許可中のローミングイ
ン端末への情報配信に関するものである。実施例２では、台湾（国番号８８６）で契約し
た０９９１２１２３１２３の電話番号を有する携帯端末１の所有者が、携帯端末１を日本
（ＭＣＣ４４０）に持ち込み、ローミングインを行った場合に、ローミングイン端末への
情報配信を行う場合を例に、説明を行う。
【０１４５】
　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３内に、図４およ
び図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図２に示
す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているものとす
る。
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【０１４６】
　また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定を自動的に行い、さらにデータロ
ーミングを行う設定になっているとする。タイマーイベント受信動作２４４は、配信装置
２の起動時に実行され、以降は定期的（たとえば約５分ごと）に実行されているものとす
る。
【０１４７】
　位置登録動作：
　台湾（国番号８８６）で契約した０９１２１２３１２３の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、携帯端末１を日本（ＭＣＣ４４０）に持ち込み、携帯端末の電源を入れると
、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパケット対応移動体基地
局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８Ａに在圏情報の登録を行う。このとき、携帯端末
が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば４４０－１０）と、加入者番
号（８８６９１２１２３１２３）が共通線信号網を通じて通知される。
【０１４８】
　渡航先位置登録サーバ８Ａは、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移
動体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置
登録情報）を受信する。今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約
元携帯電話事業者が自社以外である（渡航先位置登録サーバ８Ａを所管する事業者から見
てローミングインにあたる）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９Ａに、位置登録
を行う。この際、携帯端末１の電話番号（８８６９１２１２３１２３）と、渡航先位置登
録サーバ８が属するネットワークのＭＣＣ（４４０）およびＭＮＣ（１０）を、加入元位
置登録サー９Ａに通知する。さらに渡航先位置登録サーバ８Ａは、コンテンツ選択部２４
に、渡航先のＭＮＣ（ここでは４４０）と加入者番号（８８６９１２１２３１２３）を、
コンテンツ選択部２４に通知する。
【０１４９】
　コンテンツ選択部２４は、位置登録サーバ８Ａから渡航先のＭＮＣ（ここでは４４０）
と加入者番号（８８６９１２１２３１２３）の通知を受けると、現在の日付、曜日、時刻
、渡航国ＭＮＣ、および加入国国番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、
条件に合致するコンテンツを検索する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コー
ド４）１５時０３分３７秒に、渡航先ＭＮＣ＝４４０、加入国国番号８８６を条件に検索
を行い、検索の結果、コンテンツＩＤ００００３を得る。
【０１５０】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツ管理テーブル２３１を検索した結果得られたコン
テンツＩＤ（ここでは００００３）と、プッシュ配信用ＳＭＳであることを示す識別子（
例えばＰＵＳＨ）を本文とするＳＭＳを、加入者番号８８６９１２１２３１２３宛てにＳ
ＭＳ送信部２２を通じて送信する。また、コンテンツ通知履歴テーブル２４１に、通知先
電話番号（８８６９１２１２３１２３）、コンテンツＩＤ（００００３）、および通知日
時（２０１２０１０５１５０３３７）を記録する。
【０１５１】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から指示された宛先（＋８８６９１２１２
３１２３）に、本文を「ＰＵＳＨ＝００００３」とするＳＭＳを送信する。
【０１５２】
　ＳＭＳ送信部２２から送信されたＳＭＳは、電話回線７、パケット対応移動体基地局４
もしくはパケット非対応移動体基地局５（位置登録サーバ８に登録されている携帯端末１
の滞在エリアによりどちらか選択される）を通じて、ＳＭＳ受信部１５に到着する。ＳＭ
Ｓ受信部１５は、ＳＭＳを受信した旨を表示制御部１２に通知する。
【０１５３】
　表示制御部１２は、ＳＭＳ受信動作１２１を起動し、到着したＳＭＳの本文を受信し、
本文に識別子「ＰＵＳＨ」が含まれていることから、到着したＳＭＳがコンテンツＩＤを
通知するものであると判別する。またこのとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００



(20) JP 5660744 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

００３」を抽出する。
【０１５４】
　表示制御部１２は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部１４に対して、インタ
ーネット６に接続可能であるか否かを問い合わせるが、携帯端末１は、データローミング
を行う設定になっている為、インターネット接続可能との回答を得る。このため、無線Ｌ
ＡＮ通信部１３および無線ＬＡＮアクセスポイント３、またはパケット通信部１４および
パケット対応移動体基地局４を通じ、ＷＥＢサーバ２１に対して自端末の電話番号（８８
６９１２１２３１２３）とコンテンツＩＤ（００００３）を提示し、標準版コンテンツを
要求する。
【０１５５】
　ＷＥＢサーバ２１は、要求されたコンテンツＩＤ＝００００３に対応するコンテンツの
標準版ファイル名をコンテンツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２
３から標準版ファイル（ここでは００００３．ｈｔｍ）を得る。
【０１５６】
　ＷＥＢサーバ２１は、コンテンツサーバ２３から取得した標準版ファイル（ここでは０
０００３．ｈｔｍ）を、インターネット６を通じて、表示制御部に送信する。さらに、コ
ンテンツ選択部２４に対して、電話番号（８８６９１２１２３１２３）およびコンテンツ
ＩＤ（００００３）からなるコンテンツ取得通知を送信する。
【０１５７】
　コンテンツ選択部２４は、ＷＥＢサーバ２１からコンテンツ取得通知を受信し、電話番
号（８８６９１２１２３１２３）およびコンテンツＩＤ（００００３）に対応するエント
リを検索して削除する。この動作により、簡略版コンテンツが分割ＳＭＳにより送信され
ることがなくなる。表示制御部１２は、ＷＥＢサーバ２１から標準版ファイル（ここでは
００００３．ｈｔｍ）を受信すると、受信した本文を表示部１１で表示する。
【０１５８】
　以上の説明では、コンテンツＩＤを含んだＳＭＳであること、および、簡略版コンテン
ツ本体を含むＳＭＳであることを、識別子（たとえばＰＵＳＨやＣＯＮＴ）を用いて表現
したが、配信装置２内のＳＭＳ送信部２２に、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ
送信用の２つの電話番号を持たせ、ＳＭＳ受信部１５が、発信者番号通知機能で通知され
る発信電話番号をもとに、送信されてきたＳＭＳの種類を判別してもよい。
【０１５９】
　また、以上の説明では、渡航先をＭＣＣを用いて判別しているが、ＭＣＣとＭＮＣを組
み合わせて判別してもよい。また、ＭＣＣの代わりに、国番号を用いてもよい。
【０１６０】
　さらに、パケット対応移動体基地局４やパケット非対応移動体基地局５に、あらかじめ
パケット対応移動体基地局４やパケット非対応移動体基地局５が設置されている場所の緯
度経度を登録しておき、位置登録時に緯度経度情報も一緒にコンテンツ選択部２４に通知
し、コンテンツ選択部２４が、加入元位置登録サーバ９から通知される緯度経度を元に渡
航先を判別してもよい。
【０１６１】
　以上の説明では、自社エリア内にローミングインした携帯端末１に対して情報配信する
例を示したが、位置登録時に緯度経度情報も一緒にコンテンツ選択部２４に通知する場合
は、ローミングではない場合（自社エリア内に居る自社契約端末に対して）に、情報のプ
ッシュ配信を行うこともできる。
【０１６２】
　本実施形態によれば、携帯端末１がパケット網を利用できない地域に居る場合や、デー
タローミングの利用を設定により拒否している場合に、携帯端末１の渡航先の携帯電話事
業者もしくはその提携するサービス事業者が、自社ネットワークのエリア内に居る携帯端
末（すなわちローミングイン中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信することができる。
【０１６３】
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　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態は、携帯端末１がパ
ケット網を利用できない地域に居る場合や、データローミングの利用を設定により拒否し
ている場合に、携帯端末１の加入元（契約元）の携帯電話事業者もしくはその提携するサ
ービス事業者が、渡航先ネットワークのエリア内に居る携帯端末（すなわちローミングア
ウト中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信するものである。
【０１６４】
　第３の実施形態は、第１の実施形態に対して、コンテンツ選択部２４がローミングアウ
トを検出した際に、コンテンツＩＤを送信して一定時間経過後に簡略版コンテンツを送付
する代わりに、コンテンツＩＤを送信することなくただちに簡略版コンテンツを送付する
点において異なる。
【０１６５】
　図１１は本発明の第３の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。同
図を参照して、本発明の第３の実施形態に係るプッシュ配信システムを説明する。本実施
形態に係るプッシュ配信システムは、本発明の第１の実施形態に係るプッシュ配信システ
ムに対して、表示制御部１２の代わりに表示制御部１２Ａを設置し、ＷＥＢサーバ２１の
代わりにＷＥＢサーバ２１Ａを設置し、コンテンツ選択部２４の代わりにコンテンツ選択
部２４Ａを設置し、タイマー２６を廃止する点において異なる。
【０１６６】
　表示制御部１２Ａは、ＳＭＳ受信部１５よりコンテンツＩＤの通知を受け、無線ＬＡＮ
通信部１３またはパケット通信部１４から標準版コンテンツ本体を受信して表示部１１に
表示するか、もしくはＳＭＳ受信部１５から到着する簡略版コンテンツを表示部１１に表
示するＳＭＳ受信動作１２１Ａを行う。表示制御部１２は、具体的には、スマートフォン
（高機能携帯電話機）やタブレット端末にインストールするアプリケーション（アプリ）
の形で提供する。
【０１６７】
　ＷＥＢサーバ２１Ａは、携帯端末１からインターネット６を通じて届くコンテンツ取得
要求に応じて、要求で提示されたコンテンツＩＤに対応するコンテンツをコンテンツサー
バ２３から取り出し、インターネット６を通じて携帯端末１に送信する。
【０１６８】
　コンテンツ選択部２４Ａは、第１の実施形態におけるコンテンツ選択部２４に対して、
ローミング通知受信動作２４２の代わりにローミング通知受信動作２４２Ａを行い、内部
にコンテンツ通知履歴テーブル２４１を持たず、コンテンツ取得通知受信動作２４３およ
びタイマーイベント受信動作２４４行わない点において異なる。
【０１６９】
　ローミング通知受信動作２４２Ａは、制御網８からローミングインもしくはローミング
アウトのイベントを受信し、コンテンツサーバ２３内のコンテンツ管理テーブル２３１を
参照して条件に合致するコンテンツを検索し、検索されたコンテンツのコンテンツＩＤに
対応する簡略版コンテンツをコンテンツサーバ２３より取得し、前記簡略版コンテンツを
制御網８から通知を受けた携帯端末１の電話番号宛に送信するようＳＭＳ送信部２２に対
して指示する。なお、簡略版コンテンツは、ＳＭＳで送信できるサイズ（７０文字～１４
０文字程度）を超える場合があるが、複数のＳＭＳに分割し、いわゆる「連結ＳＭＳ」方
式にて送信する作業は、ＳＭＳ送信部２２が行う。
【０１７０】
　図１２は、表示制御部１２Ａにおける、ＳＭＳ受信動作１２１Ａの一例を示す流れ図で
ある。表示制御部１２Ａは、ＳＭＳ受信部１５よりＳＭＳ受信通知を受けると、ＳＭＳ受
信動作１２１が起動し、ＳＭＳ受信部１５において受信・保管されているＳＭＳの本体を
取得する（ステップ１２１１Ａ）。
【０１７１】
　ステップ１２１１Ａにおいて取得したＳＭＳ本体の中に、簡略版コンテンツを示す識別
子（たとえばＣＯＮＴ）が含まれている場合は、ステップ１２１３Ａに移る。簡略版コン
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テンツを示す識別子（たとえばＣＯＮＴ）が含まれていない場合は、ＳＭＳ受信動作１２
１Ａを終了する（ステップ１２１２Ａ）。
【０１７２】
　ステップ１２１２Ａにおいて簡略版コンテンツを示す識別子を検出した場合、無線ＬＡ
Ｎ通信部１３およびパケット通信部１４に対して、インターネット６に接続可能であるか
否かを問い合わせる。無線ＬＡＮ通信部１３とパケット通信部１４のいずれか又は両方で
インターネット６に接続可能である場合（つまりＷＥＢサーバ２１と通信可能である場合
）は、ステップ１２１４Ａに移る。無線ＬＡＮ通信部１３とパケット通信部１４の両方で
インターネット６に接続できない場合（つまりＷＥＢサーバ２１と通信不可である場合）
は、ステップ１２１６Ａに移る（ステップ１２１３Ａ）。
【０１７３】
　ステップ１２１３Ａにおいてインターネット６に接続可能であると判断した場合、ステ
ップ１２１２で取得したコンテンツＩＤと自身の電話番号を、無線ＬＡＮ通信部１３もし
くはパケット通信部１４を通じて、インターネット６経由でＷＥＢサーバ２１に送信し、
インターネット６経由でコンテンツＩＤに対応する標準版コンテンツ２３２を取得する（
ステップ１２１４Ａ）。
【０１７４】
　ステップ１２１４Ａにおいて取得した標準版コンテンツを、表示部１１に表示する（ス
テップ１２１５Ａ）。ステップ１２１３Ａにおいてインターネット６に接続不可であると
判断した場合、ステップ１２１２Ａにおいて取得した簡略版コンテンツを、表示部１１に
表示する（ステップ１２１６Ａ）。
【０１７５】
　図１３は、コンテンツ選択部２４Ａにおける、ローミング通知受信動作２４２Ａの一例
を示す流れ図である。コンテンツ選択部２４Ａは、加入元位置登録サーバ９より、ローミ
ングアウトを行った携帯端末１の電話番号、および在圏エリア（渡航先）のＭＣＣを含む
ローミング通知を受け取ると、ローイング通知受信動作２４２Ａが起動する（ステップ２
４２１Ａ）。
【０１７６】
　コンテンツ選択部２４Ａは、時計２５より現在の年月日時分秒を取得する（ステップ２
４２２Ａ）。コンテンツ選択部２４Ａは、ステップ２４２１Ａで受信した携帯端末１の電
話番号から判別できる加入国の国番号、ステップ２４２１Ａで受信した渡航先のＭＣＣ、
ステップ２４２２Ａで取得した現在の日付、時間、曜日をキーに、コンテンツ管理テーブ
ル２３１を検索し、条件に合致するコンテンツのＩＤを取得する（ステップ２４２３Ａ）
。
【０１７７】
　ステップ２４２３Ａにおいて、条件に合致するコンテンツが１つ以上見つかった場合は
、ステップ２４２５Ａに進む。条件に合致するコンテンツを検索できなかった場合は、ロ
ーミング通知受信動作２４２Ａを終了する（ステップ２４２４Ａ）。
【０１７８】
　ステップ２４２３Ａにおいて、条件に合致するコンテンツの簡略版コンテンツを、コン
テンツサーバ２３より取得し、前記簡略版コンテンツを制御網８から通知を受けた携帯端
末１の電話番号宛に、ＳＭＳ送信部２２を用いて送信する（ステップ２４２５Ａ）。
【０１７９】
　以下、図１１を参照して、本システムを用いたプッシュ配信方法の一例を具体的に説明
する。
【０１８０】
　まず、実施例１について説明する。実施例１はデータローミング拒否中のローミングア
ウト端末への情報配信に関するものである。実施例１では、日本（国番号８１）で契約し
た０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１の所有者が、携帯端末１をシン
ガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、ローミングアウトを行った場合に、ローミングア
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ウト端末への情報配信を行う場合を例に、説明を行う。
【０１８１】
　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３内に、図４およ
び図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図２に示
す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているものとす
る。また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定は自動的に行うが、データロー
ミングは行わない設定になっているとする。
【０１８２】
　位置登録動作：
　日本（国番号８１）で契約した０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、携帯端末１をシンガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、携帯端末の電源を
入れると、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパケット対応移
動体基地局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８に在圏情報の登録を行う。このとき、携
帯端末が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば５２５－０１）と、加
入者番号（８１９０１２３４１２３４）が共通線信号網を通じて通知される。
【０１８３】
　渡航先位置登録サーバ８は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移動
体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登
録情報）を受信する。今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約元
携帯電話事業者が自社以外である（渡航先位置登録サーバ８を所管する事業者から見てロ
ーミングインにあたる）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に、位置登録を行う
。この際、携帯端末１の電話番号（８１９０１２３４１２３４）と、渡航先位置登録サー
バ８が属するネットワークのＭＣＣ（５２５）およびＭＮＣ（０１）を、加入元位置登録
サー９に通知する。
【０１８４】
　加入元位置登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など
）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信する。加入元位置登録サーバ
９は、在圏情報の登録を受け、自社の加入者がシンガポールのネットワークにローミング
アウトしたことを検知する。すると、コンテンツ選択部２４に、渡航先のＭＮＣ（ここで
は５２５）と加入者番号（８１９０１２３４１２３４）を、コンテンツ選択部２４に通知
する。
【０１８５】
　コンテンツ選択部２４は、位置登録サーバ８から渡航先のＭＮＣ（ここでは５２５）と
加入者番号（８１９０１２３４１２３４）の通知を受けると、現在の日付、曜日、時刻、
渡航国ＭＮＣ、および加入国国番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、条
件に合致するコンテンツを検索する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コード
４）１４時５１分２３秒に、渡航先ＭＮＣ＝５２５、加入国国番号８１を条件に検索を行
い、検索の結果、コンテンツＩＤ００００１を得る。
【０１８６】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツ管理テーブル２３１を検索した結果得られたコン
テンツＩＤ（ここでは００００１）に対応するコンテンツの簡略版ファイル名をコンテン
ツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２３から簡略版ファイル（ここ
では００００１．ｔｘｔ）を得る。
【０１８７】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツサーバ２３から取得した簡略版ファイル（ここで
は００００１．ｔｘｔ）内に記載されている本文を、８１９０１２３４１２３４宛てに送
信するよう、ＳＭＳ送信部２２に指示する。このとき、本文の先頭に、簡略版コンテンツ
を示す識別子とコンテンツＩＤ（ここではＣＯＮＴ＝００００１）を挿入する。
【０１８８】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から受信した本文が、ＳＭＳで送受信でき
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るサイズを超えているため、本文を複数のＳＭＳに分割した上で、一般的に連結ＳＭＳと
よばれる方式で、電話回線７およびパケット対応移動体基地局４あるいはパケット非対応
移動体基地局５を通じてＳＭＳ受信部１５に送信する。ＳＭＳ受信部１５は、分割送信さ
れたＳＭＳを受信して連結し、連結完了後に、表示制御部１２に対してＳＭＳ受信通知を
送る。
【０１８９】
　表示制御部１２は、ＳＭＳ受信部１５からＳＭＳ受信通知をうけ、本文を取得する。本
文の先頭に、簡略版コンテンツを示す識別子とコンテンツＩＤ（ＣＯＮＴ＝００００１）
が含まれていることから、到着したＳＭＳが簡略版コンテンツであると判別する。またこ
のとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００００１」を抽出する。
【０１９０】
　表示制御部１２は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部に対して、インターネ
ット６に接続可能であるか否かを問い合わせるが、携帯端末１は、データローミングを行
わない設定になっている為、インターネット接続不可との回答を得る。このため、受信し
た簡略版コンテンツを表示部１１で表示する。
【０１９１】
　次に、実施例２について説明する。実施例２はデータローミング許可中のローミングア
ウト端末への情報配信に関するものである。実施例２では、日本（国番号８１）で契約し
た０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１の所有者が、携帯端末１をシン
ガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、ローミングアウトを行った場合に、ローミングア
ウト端末への情報配信を行う場合を例に、説明を行う。
【０１９２】
　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３内に、図４およ
び図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図２に示
す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているものとす
る。また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定を自動的に行い、さらにデータ
ローミングを行う設定になっているとする。
【０１９３】
　位置登録動作：
　日本（国番号８１）で契約した０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、携帯端末１をシンガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、携帯端末の電源を
入れると、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパケット対応移
動体基地局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８に在圏情報の登録を行う。このとき、携
帯端末が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば５２５－０１）と、加
入者番号（８１９０１２３４１２３４）が共通線信号網を通じて通知される。
【０１９４】
　渡航先位置登録サーバ８は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移動
体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登
録情報）を受信する。今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約元
携帯電話事業者が自社以外である（渡航先位置登録サーバ８を所管する事業者から見てロ
ーミングインにあたる）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に、位置登録を行う
。この際、携帯端末１の電話番号（８１９０１２３４１２３４）と、渡航先位置登録サー
バ８が属するネットワークのＭＣＣ（５２５）およびＭＮＣ（０１）を、加入元位置登録
サー９に通知する。
【０１９５】
　加入元位置登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など
）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信する。加入元位置登録サーバ
９は、在圏情報の登録を受け、自社の加入者がシンガポールのネットワークにローミング
アウトしたことを検知する。すると、コンテンツ選択部２４に、渡航先のＭＮＣ（ここで
は５２５）と加入者番号（８１９０１２３４１２３４）を、コンテンツ選択部２４に通知
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する。
【０１９６】
　コンテンツ選択部２４は、位置登録サーバ８から渡航先のＭＮＣ（ここでは５２５）と
加入者番号（８１９０１２３４１２３４）の通知を受けると、現在の日付、曜日、時刻、
渡航国ＭＮＣ、および加入国国番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、条
件に合致するコンテンツを検索する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コード
４）１４時５１分２３秒に、渡航先ＭＮＣ＝５２５、加入国国番号８１を条件に検索を行
い、検索の結果、コンテンツＩＤ００００１を得る。
【０１９７】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツ管理テーブル２３１を検索した結果得られたコン
テンツＩＤ（ここでは００００１）に対応するコンテンツの簡略版ファイル名をコンテン
ツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２３から簡略版ファイル（ここ
では００００１．ｔｘｔ）を得る。
【０１９８】
　コンテンツ選択部２４は、コンテンツサーバ２３から取得した簡略版ファイル（ここで
は００００１．ｔｘｔ）内に記載されている本文を、８１９０１２３４１２３４宛てに送
信するよう、ＳＭＳ送信部２２に指示する。このとき、本文の先頭に、簡略版コンテンツ
を示す識別子とコンテンツＩＤ（ここではＣＯＮＴ＝００００１）を挿入する。
【０１９９】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４から受信した本文が、ＳＭＳで送受信でき
るサイズを超えているため、本文を複数のＳＭＳに分割した上で、一般的に連結ＳＭＳと
よばれる方式で、電話回線７およびパケット対応移動体基地局４あるいはパケット非対応
移動体基地局５を通じて複数のＳＭＳ受信部１５に送信する。
【０２００】
　ＳＭＳ受信部１５は、分割送信されたＳＭＳを受信して連結し、連結完了後に、表示制
御部１２に対してＳＭＳ受信通知を送る。
【０２０１】
　表示制御部１２は、ＳＭＳ受信部１５からＳＭＳ受信通知をうけ、本文を取得する。本
文の先頭に、簡略版コンテンツを示す識別子とコンテンツＩＤ（ＣＯＮＴ＝００００１）
が含まれていることから、到着したＳＭＳが簡略版コンテンツであると判別する。またこ
のとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００００１」を抽出する。
【０２０２】
　表示制御部１２は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部１４に対して、インタ
ーネット６に接続可能であるか否かを問い合わせるが、携帯端末１は、データローミング
を行う設定になっている為、インターネット接続可能との回答を得る。このため、無線Ｌ
ＡＮ通信部１３および無線ＬＡＮアクセスポイント３、またはパケット通信部１４および
パケット対応移動体基地局４を通じ、ＷＥＢサーバ２１に対してコンテンツＩＤ（０００
０１）を提示し、標準版コンテンツを要求する。
【０２０３】
　ＷＥＢサーバ２１は、要求されたコンテンツＩＤ＝００００１に対応するコンテンツの
標準版ファイル名をコンテンツ管理テーブル２３１を用いて検索し、コンテンツサーバ２
３から標準版ファイル（ここでは００００１．ｈｔｍ）を得る。
【０２０４】
　ＷＥＢサーバ２１は、コンテンツサーバ２３から取得した標準版ファイル（ここでは０
０００１．ｈｔｍ）を、インターネット６を通じて、表示制御部に送信する。表示制御部
１２は、ＷＥＢサーバ２１から標準版ファイル（ここでは００００１．ｈｔｍ）を受信す
ると、受信した本文を表示部１１で表示する。
【０２０５】
　以上の説明では、コンテンツＩＤを含んだＳＭＳであること、および、簡略版コンテン
ツ本体を含むＳＭＳであることを、識別子（たとえばＰＵＳＨやＣＯＮＴ）を用いて表現
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したが、配信装置２内のＳＭＳ送信部２２に、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ
送信用の２つの電話番号を持たせ、ＳＭＳ受信部１５が、発信者番号通知機能で通知され
る発信電話番号をもとに、送信されてきたＳＭＳの種類を判別してもよい。
【０２０６】
　また、以上の説明では、渡航先をＭＣＣを用いて判別しているが、ＭＣＣとＭＮＣを組
み合わせて判別してもよい。また、ＭＣＣの代わりに、国番号を用いてもよい。
【０２０７】
　さらに、パケット対応移動体基地局４やパケット非対応移動体基地局５に、あらかじめ
パケット対応移動体基地局４やパケット非対応移動体基地局５が設置されている場所の緯
度経度を登録しておき、位置登録時に緯度経度情報も一緒にコンテンツ選択部２４に通知
し、コンテンツ選択部２４が、加入元位置登録サーバ９から通知される緯度経度を元に渡
航先を判別してもよい。
【０２０８】
　以上の説明では、ローミングアウト時に、ローミング先のエリア内に居る携帯端末１に
対して情報配信する例を示したが、位置登録時に緯度経度情報も一緒にコンテンツ選択部
２４に通知する場合は、ローミングではない場合（自社エリア内に居る端末に対して）に
、情報のプッシュ配信を行うこともできる。
【０２０９】
　本実施形態によれば、携帯端末１がパケット網を利用できない地域に居る場合や、デー
タローミングの利用を設定により拒否している場合に、携帯端末１の加入元（契約元）の
携帯電話事業者もしくはその提携するサービス事業者が、渡航先ネットワークのエリア内
に居る携帯端末（すなわちローミングアウト中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信する
ことができる。
【０２１０】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。第４の実施形態は、携帯端末１がパ
ケット網を利用できない地域に居る場合や、データローミングの利用を設定により拒否し
ている場合に、携帯端末１の加入元（契約元）の携帯電話事業者もしくはその提携するサ
ービス事業者が、渡航先ネットワークのエリア内に居る携帯端末（すなわちローミングア
ウト中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信するものである。
【０２１１】
　第４の実施形態は、第１の実施形態に対して、携帯端末１がすべての標準版コンテンツ
を、あらかじめコンテンツサーバ２３Ｂより取得してコンテンツ蓄積部１６に蓄積してお
き、コンテンツ選択部２４ＢからコンテンツＩＤを受信すると、あらかじめ蓄積している
コンテンツの中から通知されたコンテンツＩＤに対応する標準版コンテンツを選び出して
表示する点において異なる。
【０２１２】
　図１４は本発明の第４の実施形態に係るプッシュ配信システムのブロック図である。同
図を参照して、本発明の第４の実施形態に係るプッシュ配信システムを説明する。本実施
形態に係るプッシュ配信システムは、本発明の第１の実施形態に係るプッシュ配信システ
ムに対して、表示制御部１２の代わりに表示制御部１２Ｂを設置し、コンテンツ蓄積部１
６およびタイマー１７を新たに設置し、ＷＥＢサーバ２１の代わりにＷＥＢサーバ２１Ｂ
を設置し、コンテンツサーバ２３の代わりにコンテンツサーバ２３Ｂを設置し、コンテン
ツ選択部２４の代わりにコンテンツ選択部２４Ｂを設置する点において異なる。
【０２１３】
　表示制御部１２Ｂは、ＳＭＳ受信部１５よりコンテンツＩＤの通知を受け、コンテンツ
蓄積部１６内の蓄積コンテンツ管理テーブル１６１を検索してコンテンツＩＤに対応する
標準版コンテンツを検索して表示部１１に表示するＳＭＳ受信動作１２１Ｂを行う。表示
制御部１２Ｂは、具体的には、スマートフォン（高機能携帯電話機）やタブレット端末に
インストールするアプリケーション（アプリ）の形で提供する。なお、コンテンツ蓄積部
１６と表示制御部１２Ｂを、１つのアプリケーションとして提供してもよい。
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【０２１４】
　コンテンツ蓄積部１６は、内部に蓄積コンテンツ管理テーブル１６１、標準版コンテン
ツ１６２をもち、コンテンツ蓄積動作１６３を行う。コンテンツ蓄積部１６は、具体的に
は、スマートフォン（高機能携帯電話機）やタブレット端末にインストールするアプリケ
ーション（アプリ）の形で提供する。なお、コンテンツ蓄積部１６と表示制御部１２Ｂを
、１つのアプリケーションとして提供してもよい。
【０２１５】
　蓄積コンテンツ管理テーブル１６１は、蓄積している標準版コンテンツの一覧を示すテ
ーブルである。標準版コンテンツ１６２は、コンテンツサーバ２３Ｂ内に保管されている
標準版コンテンツ２３２と同様のコンテンツである。
【０２１６】
　コンテンツ蓄積動作１６３は、タイマー１７からタイマーイベントを受信するごとに行
われる動作であり、配信装置２内のＷＥＢサーバ２１Ｂに対して、コンテンツサーバ２３
内にあるすべての標準版コンテンツ２３２を要求して蓄積すると共に、蓄積コンテンツ管
理テーブル１６１に蓄積したコンテンツのＩＤおよびファイル名を記録する動作である。
【０２１７】
　タイマー１７は、第１の実施の形態におけるタイマー２６と同様のタイマーである。Ｗ
ＥＢサーバ２１Ｂは、携帯端末１からインターネット６を通じて届くコンテンツ取得要求
に応じて、要求で提示されたコンテンツＩＤに対応するコンテンツをコンテンツサーバ２
３から取り出し、インターネット６を通じて携帯端末１に送信する。また、携帯端末１か
らインターネット６を通じてコンテンツ取得要求を受信した場合、携帯端末１の電話番号
から構成されるコンテンツ取得通知をコンテンツ選択部２４Ｂに送信する。
【０２１８】
　コンテンツサーバ２３Ｂは、第１の実施形態におけるコンテンツサーバ２３に対して、
コンテンツ管理テーブル２３１の代わりにコンテンツ管理テーブル２３１Ｂを持ち、簡略
版コンテンツ２３３をもたない点において異なる。
【０２１９】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、第１の実施形態におけるコンテンツ選択部２４に対して、
コンテンツ通知履歴テーブル２４１の代わりにコンテンツ保有者リスト２４１Ｂをもち、
ローミング通知受信動作２４２の代わりにローミング通知受信動作２４２Ｂを行い、コン
テンツ取得通知受信動作２４３の代わりにコンテンツ取得通知受信動作２４３Ｂを行い、
タイマーイベント受信動作２４４の代わりにタイマーイベント受信動作２４４Ｂを行う点
において異なる。コンテンツ保有者リスト２４１Ｂは、コンテンツを蓄積している携帯端
末１の電話番号、および最終ダウンロード日時を記録するテーブルである。
【０２２０】
　ローミング通知受信動作２４２Ｂは、制御網８からローミングインもしくはローミング
アウトのイベントを受信し、制御網８から通知された電話番号をキーにコンテンツ保有者
テーブル２４１Ｂを検索し、コンテンツを保有している場合は、コンテンツサーバ２３内
のコンテンツ管理テーブル２３１Ｂを参照して条件に合致するコンテンツを検索し、検索
されたコンテンツのコンテンツＩＤを、制御網８から通知を受けた携帯端末１の電話番号
宛に送信するよう、ＳＭＳ送信部２２に指示する。
【０２２１】
　コンテンツ取得通知受信動作２４３Ｂは、ＷＥＢサーバ２１Ｂからコンテンツ取得通知
を受信した場合、コンテンツ通知履歴テーブル２４１Ｂに、コンテンツをダウンロードし
た携帯端末１の電話番号、および最終ダウンロード日時を記録する。
【０２２２】
　タイマーイベント受信動作２４４Ｂは、タイマー２６からタイマーイベントを受信した
場合に、コンテンツ保有者テーブル２４１Ｂを確認し、最終ダウンロード日時から一定時
間以上（たとえば１ヶ月以上）経過しているエントリを削除する。
【０２２３】
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　図１５は、コンテンツ蓄積部１６内に記録され、コンテンツ蓄積部１６が蓄積している
コンテンツの一覧を示す、蓄積コンテンツ管理テーブル１６１の一例を示す図である。蓄
積コンテンツ管理テーブル１６１は、コンテンツＩＤ１６１１、標準版ファイル１６１２
より構成される。
【０２２４】
　コンテンツＩＤ１６１１は、コンテンツ蓄積部１６内に保管されているコンテンツを一
意に示すＩＤである。標準版ファイル１６１２は、インターネット６を通じて配信されて
蓄積しているコンテンツのファイル名を記録する項目である。
【０２２５】
　図１６は、コンテンツサーバ２３内に記録され、コンテンツサーバ２３が保管している
コンテンツの一覧を示す、コンテンツ管理テーブル２３１Ｂの一例を示す図である。コン
テンツ管理テーブル２３１Ｂは、第１の実施の形態におけるコンテンツ管理テーブル２３
１に対して、簡略版ファイル２３１８をもたない点において異なる。
【０２２６】
　図１７は、コンテンツ選択部２４内に記録され、インターネット６経由で既にコンテン
ツをダウンロードして蓄積している携帯端末１の電話番号および最終ダウンロード日時を
記録する、コンテンツ保有者リスト２４１Ｂの一例を示す図である。コンテンツ保有者リ
スト２４１Ｂは、コンテンツ保有者２４１１、最終ダウンロード日時２４１２より構成さ
れる。
【０２２７】
　コンテンツ保有者２４１１Ｂは、インターネット６経由で既にコンテンツをダウンロー
ドして蓄積している携帯端末１の電話番号を記載する領域である。最終ダウンロード日時
２４１２Ｂは、最終ダウンロード日時を記録する領域である。
【０２２８】
　図１８は、表示制御部１２Ｂにおける、ＳＭＳ受信動作１２１Ｂの一例を示す流れ図で
ある。表示制御部１２Ｂは、ＳＭＳ受信部１５よりＳＭＳ受信通知を受けると、ＳＭＳ受
信動作１２１Ｂが起動し、ＳＭＳ受信部１５において受信・保管されているＳＭＳの本体
を取得する（ステップ１２１１Ｂ）。
【０２２９】
　ステップ１２１１Ｂにおいて取得したＳＭＳ本体の中に、コンテンツＩＤを示す識別子
（たとえばＰＵＳＨ）が含まれている場合は、ステップ１２１３Ｂに移る。コンテンツＩ
Ｄを示す識別子（たとえばＰＵＳＨ）が含まれていない場合は、ＳＭＳ受信動作１２１Ｂ
を終了する（ステップ１２１２Ｂ）。
【０２３０】
　表示制御部１２Ｂは、ステップ１２１２Ｂで取得したコンテンツＩＤをキーに蓄積コン
テンツ管理テーブル１６１を検索する（ステップ１２１３Ｂ）。前記検索の結果、コンテ
ンツＩＤに対応する標準版コンテンツを蓄積している場合は、ステップ１２１５Ｂに移る
。コンテンツＩＤに対応する標準版コンテンツを蓄積していない場合は、ＳＭＳ受信動作
１２１Ｂを終了する（ステップ１２１４Ｂ）。検索された標準版コンテンツを、コンテン
ツ蓄積部１６から取得し、表示部１１に表示する（ステップ１２１５Ｂ）。
【０２３１】
　図１９は、コンテンツ蓄積部１６における、コンテンツ蓄積動作１６３の一例を示す流
れ図である。コンテンツ蓄積部１６は、タイマー１７より、タイマーイベントを受信する
と、コンテンツ蓄積動作１６３を起動する（ステップ１６３１）。
【０２３２】
　コンテンツ蓄積部１６は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部１４に対して、
インターネット６に接続可能であるか否かを問い合わせる。無線ＬＡＮ通信部１３とパケ
ット通信部１４のいずれか又は両方でインターネット６に接続可能である場合（つまりＷ
ＥＢサーバ２１Ｂと通信可能である場合）は、ステップ１６３３に移る。無線ＬＡＮ通信
部１３とパケット通信部１４の両方でインターネット６に接続できない場合（つまりＷＥ
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Ｂサーバ２１Ｂと通信不可である場合）は、ステップ１６３５に移る（ステップ１６３２
）。
【０２３３】
　ステップ１６３２においてインターネット６に接続可能であると判断した場合、自身の
電話番号を、無線ＬＡＮ通信部１３もしくはパケット通信部１４を通じて、インターネッ
ト６経由でＷＥＢサーバ２１Ｂに送信し、インターネット６経由ですべての標準版コンテ
ンツ２３２を一括ダウンロードする（ステップ１６３３）。
【０２３４】
　コンテンツ蓄積部１６は、ステップ１６３２において一括ダウンロードした標準版コン
テンツ２３２のコンテンツＩＤおよびファイル名を、蓄積コンテンツ管理テーブル１６１
に記載する（ステップ１６３４）。
【０２３５】
　一定時間後（たとえば１ヵ月後）に再度コンテンツ蓄積動作１６３が起動するよう、タ
イマー１７を設定し、コンテンツ蓄積動作１６３を終了する（ステップ１６３５）。
【０２３６】
　図２０は、コンテンツ選択部２４Ｂにおける、ローミング通知受信動作２４２Ｂの一例
を示す流れ図である。コンテンツ選択部２４Ｂは、加入元位置登録サーバ９より、ローミ
ングアウトを行った携帯端末１の電話番号、および在圏エリア（渡航先）のＭＣＣを含む
ローミング通知を受け取ると、ローイング通知受信動作２４２Ｂが起動する（ステップ２
４２１Ｂ）。
【０２３７】
　コンテンツ選択部２４Ａは、加入元位置登録サーバ９より通知を受けた携帯端末１の電
話番号をキーにコンテンツ保有者リスト２４１Ｂを検索する（ステップ２４２２Ｂ）。
【０２３８】
　前記検索の結果、加入元位置登録サーバ９より通知を受けた携帯端末１がコンテンツを
保有している場合は、ステップ２４２４Ｂに移る。コンテンツを保有していない場合は、
ローミング通知受信動作２４２Ｂを終了する。コンテンツ選択部２４Ｂは、時計２５より
現在の年月日時分秒を取得する（ステップ２４２４Ｂ）。
【０２３９】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、ステップ２４２１Ｂで受信した携帯端末１の電話番号から
判別できる加入国の国番号、ステップ２４２１Ｂで受信した渡航先のＭＣＣ、ステップ２
４２４Ｂで取得した現在の日付、時間、曜日をキーに、コンテンツ管理テーブル２３１Ｂ
を検索し、条件に合致するコンテンツのＩＤを取得する（ステップ２４２５Ｂ）。
【０２４０】
　ステップ２４２５Ｂにおいて、条件に合致するコンテンツが１つ以上見つかった場合は
、ステップ２４２７Ｂに進む。条件に合致するコンテンツを検索できなかった場合は、ロ
ーミング通知受信動作２４２Ｂを終了する（ステップ２４２６Ｂ）。
【０２４１】
　ステップ２４２６Ｂにおいて条件に合致するコンテンツのＩＤを、ステップ２４２１Ｂ
において制御網８から通知を受けた携帯端末１の電話番号宛に、ＳＭＳ送信部２２を用い
て送信する（ステップ２４２７Ｂ）。
【０２４２】
　図２１は、コンテンツ選択部２４Ｂにおける、コンテンツ取得通知受信動作２４３Ｂの
一例を示す流れ図である。コンテンツ選択部２４Ｂは、ＷＥＢサーバ２１より、標準版コ
ンテンツを一括ダウンロードした端末の電話番号から構成されるコンテンツ取得通知を受
信すると、コンテンツ取得通知受信動作２４３Ｂを起動する（ステップ２４３１Ｂ）。
【０２４３】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、時計２５より現在の年月日時分秒を取得する（ステップ２
４３２Ｂ）。そして、ステップ２４３１Ｂで受信した電話番号、ステップ２４３２Ｂで取
得した現在の年月日時分秒を、コンテンツ保有者リスト２４１Ｂに記載する（ステップ２
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４３３Ｂ）。
【０２４４】
　図２２は、コンテンツ選択部２４Ｂにおける、タイマーイベント受信動作２４４Ｂの一
例を示す流れ図である。コンテンツ選択部２４Ｂは、タイマー２６より、タイマーイベン
トを受信すると、タイマーイベント受信動作２４４Ｂを起動する（ステップ２４４１Ｂ）
。コンテンツ選択部２４Ｂは、時計２５より現在の年月日時分秒を取得する。（ステップ
２４４２Ｂ）
【０２４５】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、ステップ２４４２Ｂで取得した現在日時をキーに、コンテ
ンツ保有者テーブル２４１Ｂを検索し、最終ダウンロード日時から現在日時までの間が一
定期間(たとえば２ヶ月）以上経過しているエントリを検索する（ステップ２４４３Ｂ）
。
【０２４６】
　ステップ２４４３Ｂにおいて、条件に合致するエントリが見つかった場合は、ステップ
２４４５Ｂに進む。条件に合致するエントリを検索できなかった場合は、ステップ２４４
６Ｂに進む（ステップ２４４４Ｂ）。ステップ２４４４Ｂにおいて検索されたエントリを
削除する（ステップ２４４５Ｂ）。
【０２４７】
　一定時間後（たとえば１ヶ月後）に再度タイマーイベント受信動作２４４Ｂが起動する
よう、タイマー２６を設定し、タイマーイベント受信動作２４４Ｂを終了する（ステップ
２４４６Ｂ）。
【０２４８】
　以下、図１４を参照して、本システムを用いたプッシュ配信方法を具体的に説明する。
本実施例では、日本（国番号８１）で契約した０９０１２３４１２３４の電話番号を有す
る携帯端末１の所有者が、携帯端末１をシンガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、ロー
ミングアウトを行った場合に、ローミングアウト端末への情報配信を行う場合を例に、説
明を行う。
【０２４９】
　ここでは、あらかじめ、配信装置２の管理者が、コンテンツサーバ２３Ｂ内に、図４お
よび図５に示す標準版コンテンツおよび簡略版コンテンツを登録しており、さらに図１６
に示す期間、曜日、時間帯、渡航先ＭＣＣ、加入国国番号の配信条件を設定しているもの
とする。
【０２５０】
　さらに、配信装置２の起動時にタイマーイベント受信動作２４４Ｂが実行され、以降定
期的にタイマーイベント受信動作２４４Ｂが動作するものとする。同様に、携帯端末１の
起動時にコンテンツ蓄積動作１６３が実行され、以降定期的にコンテンツ蓄積動作１６３
が動作するものとする。また携帯端末１は、ローミング先ネットワークの設定は自動的に
行うが、データローミングは行わない設定になっているとする。
【０２５１】
　コンテンツ蓄積動作：
　日本（国番号８１）で契約した０９０１２３４１２３４の電話番号を有する携帯端末１
の所有者が、日本滞在時（パケット通信利用可能時）もしくは、渡航先のホテルなど無線
ＬＡＮを利用可能な環境において、携帯端末１の電源を入れると、コンテンツ蓄積動作１
６３が起動する（ここでは、無線ＬＡＮ利用可能であるとする）。
【０２５２】
　コンテンツ蓄積部１６は、無線ＬＡＮ通信部１３およびパケット通信部１４に、インタ
ーネット利用可否の問い合わせを行い、無線ＬＡＮ通信部１３よりインターネット接続可
能であるとの通知を受ける。すると、無線ＬＡＮ通信部１３、無線ＬＡＮアクセスポイン
ト３、インターネット６を通じて、ＷＥＢサーバ２１Ｂに対して自身の電話番号（８１９
０１２３４１２３４）を提示し、コンテンツサーバ２３Ｂ内に格納されている全ての標準
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版コンテンツ２３２を、インターネット６、無線ＬＡＮアクセスポイント３、無線ＬＡＮ
通信部１３を通じてダウンロードし蓄積する。
【０２５３】
　ＷＥＢサーバ２１Ｂは、コンテンツ選択部２４Ｂに対して、携帯端末１の電話番号（８
１９０１２３４１２３４）を含むコンテンツ取得通知を発行する。
【０２５４】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、ＷＥＢサーバ２１Ｂからコンテンツ取得通知を受けると、
時計２５より現在の年月日時分秒を取得（ここでは２０１２年１月３日２３時４５分１２
秒とする）し、携帯端末１の電話番号（８１９０１２３４１２３４）および現在の年月日
時分秒（２０１２０１０３２３４５１２）を、コンテンツ保有者リスト２４１Ｂに記載す
る。
【０２５５】
　位置登録動作：
　携帯端末１の所有者が、携帯端末１をシンガポール（ＭＣＣ５２５）に持ち込み、携帯
端末の電源を入れると、ＳＭＳ受信部１５が、パケット非対応移動体基地局５もしくはパ
ケット対応移動体基地局４を通じて、渡航先位置登録サーバ８に在圏情報の登録を行う。
このとき、携帯端末が在圏するネットワークのＩＤ（ＭＣＣ／ＭＮＣ：たとえば５２５－
０１）と、加入者番号（８１９０１２３４１２３４）が共通線信号網を通じて通知される
。
【０２５６】
　渡航先位置登録サーバ８は、パケット対応移動体基地局４もしくはパケット非対応移動
体基地局５から、共通線信号網（ＳＳ７など）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登
録情報）を受信する。今回は、携帯端末１の電話番号から判別できる携帯端末１の契約元
携帯電話事業者が自社以外である（渡航先位置登録サーバ８を所管する事業者から見てロ
ーミングインにあたる）ため、携帯端末１の加入元位置登録サーバ９に、位置登録を行う
。この際、携帯端末１の電話番号（８１９０１２３４１２３４）と、渡航先位置登録サー
バ８が属するネットワークのＭＣＣ（５２５）およびＭＮＣ（０１）を、加入元位置登録
サー９に通知する。
【０２５７】
　加入元位置登録サーバ９は、渡航先位置登録サーバ８から、共通線信号網（ＳＳ７など
）を通じて、携帯端末１の在圏情報（位置登録情報）を受信する。加入元位置登録サーバ
９は、在圏情報の登録を受け、自社の加入者がシンガポールのネットワークにローミング
アウトしたことを検知する。すると、コンテンツ選択部２４に、渡航先のＭＮＣ（ここで
は５２５）と加入者番号（８１９０１２３４１２３４）を、コンテンツ選択部２４Ｂに通
知する。
【０２５８】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、位置登録サーバ８から渡航先のＭＮＣ（ここでは５２５）
と加入者番号（８１９０１２３４１２３４）の通知を受けると、加入者番号（８１９０１
２３４１２３４）をキーにコンテンツ保有者リスト２４１Ｂを検索する。この結果、２０
１２年１月３日２３時４５分１２秒にコンテンツをダウンロードして保有していることが
判明する。
【０２５９】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、現在の日付、曜日、時刻、渡航国ＭＮＣ、および加入国国
番号をキーにコンテンツ管理テーブル２３１を検索し、条件に合致するコンテンツを検索
する。ここでは、２０１２年１月５日木曜日（曜日コード４）１４時５１分２３秒に、渡
航先ＭＮＣ＝５２５、加入国国番号８１を条件に検索を行い、検索の結果、コンテンツＩ
Ｄ００００１を得る。
【０２６０】
　コンテンツ選択部２４Ｂは、コンテンツ管理テーブル２３１Ｂを検索した結果得られた
コンテンツＩＤ（ここでは００００１）を、８１９０１２３４１２３４宛てに送信するよ
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う、ＳＭＳ送信部２２に指示する。このとき、本文の先頭に、コンテンツＩＤを示す識別
子とコンテンツＩＤ（ここではＰＵＳＨ＝００００１）を挿入する。
【０２６１】
　ＳＭＳ送信部２２は、コンテンツ選択部２４Ｂから受信した本文を、電話回線７および
パケット対応移動体基地局４あるいはパケット非対応移動体基地局５を通じてＳＭＳ受信
部１５に送信する。ＳＭＳ受信部１５は、ＳＭＳを受信し、表示制御部１２に対してＳＭ
Ｓ受信通知を送る。
【０２６２】
　表示制御部１２Ｂは、ＳＭＳ受信部１５からＳＭＳ受信通知をうけ、本文を取得する。
本文の先頭に、コンテンツＩＤを示す識別子およびコンテンツＩＤ（ＰＵＳＨ＝００００
１）が含まれていることから、到着したＳＭＳがコンテンツＩＤ通知であると判別する。
またこのとき、ＳＭＳ本文から、コンテンツＩＤ「００００１」を抽出する。
【０２６３】
　表示制御部１２Ｂは、コンテンツ蓄積部１６に対してコンテンツＩＤ（００００１）を
提示し、標準版コンテンツを要求する。表示制御部１２Ｂは、要求されたコンテンツＩＤ
＝００００１に対応するコンテンツの標準版ファイル名をコンテンツ管理テーブル１６１
を用いて検索し、コンテンツ蓄積部１６から標準版ファイル（ここでは００００１．ｈｔ
ｍ）を得る。表示制御部１２Ｂは、取得した標準版ファイル（ここでは００００１．ｈｔ
ｍ）を表示部１１で表示する。
【０２６４】
　本実施形態によれば、携帯端末１がパケット網を利用できない地域に居る場合や、デー
タローミングの利用を設定により拒否している場合に、携帯端末１の加入元（契約元）の
携帯電話事業者もしくはその提携するサービス事業者が、渡航先ネットワークのエリア内
に居る携帯端末（すなわちローミングアウト中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信する
ことができる。
【０２６５】
　以上の説明では、コンテンツ保有者リスト２４１Ｂにおいて、コンテンツ保有者の電話
番号と最終ダウンロード日時のみを管理しているが、さらに、携帯端末１がダウンロード
したコンテンツのバージョンや種類も管理し、携帯端末１に蓄積されているコンテンツの
バージョンや種類に応じて、古いバージョンしか蓄積していない場合は、ＳＭＳの送信を
取りやめるなどＳＭＳの送信を制御しても良い。
【０２６６】
　また、以上の説明では、コンテンツ蓄積動作１６３において、全てのコンテンツを一括
ダウンロードしているが、全コンテンツをまとめて取得する代わりに、携帯端末１の所有
者が希望するコンテンツのみを取得するようにしてもよい。
【０２６７】
　次に、本発明の第５の実施の形態として、プッシュ配信方法のプログラムについて説明
する。図１、図１０、図１１および図１４に示す配信装置２には図示しないコンピュータ
およびプログラム格納部が設けられている。このコンピュータは少なくとも配信装置２内
のコンテンツサーバ２３、コンテンツ選択部２４、ＷＥＢサーバ２１およびＳＭＳ送信部
２２を制御する。
【０２６８】
　一方、プログラム格納部には図７、図８、図９、図１３、図２０、図２１および図２２
に流れ図で示す配信装置２の動作手順を示すプログラムが格納されている。配信装置２の
コンピュータは、プログラム格納部からそれらのプログラムを読み出し、そのプログラム
にしたがって少なくともコンテンツサーバ２３、コンテンツ選択部２４、ＷＥＢサーバ２
１およびＳＭＳ送信部２２を制御する。その制御の内容については既に述べたので、ここ
での説明は省略する。
【０２６９】
　以上説明したように、本発明の第５の実施の形態によれば、パケット網を利用できない
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場合において、ユーザ位置、および最新情報に基づいたコンテンツを提供することが可能
なプッシュ配信方法のプログラムが得られる。
【０２７０】
　上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には
限られない。
【０２７１】
（付記１）　配信装置内に備えるコンテンツのうちのどれを携帯端末がパケット網を介し
て受信すべきかの情報をテキストメッセージで電話回線を介して前記携帯端末に送信し、
前記テキストメッセージの送信から一定時間が経過しても前記携帯端末がコンテンツを取
得しない場合は、前記コンテンツを簡略化したテキストメッセージを前記電話回線を介し
て前記携帯端末に配信する手段を含むプッシュ配信装置であって、
　簡略化したテキストメッセージは携帯端末の契約元携帯電話事業者を介してローミング
先の携帯端末へ送信されることを特徴とするプッシュ配信装置。
【０２７２】
（付記２）　前記簡略化したテキストメッセージは前記携帯端末の契約元携帯電話事業者
の提携先事業者を介してローミング先の前記携帯端末へ送信されることを特徴とする付記
１記載のプッシュ配信装置。
【０２７３】
（付記３）　前記配信装置は、前記配信装置内に備えるコンテンツのうちのどれをその時
点で前記携帯端末がパケット網を介して受信すべきかの情報を、テキストメッセージで電
話回線を介して前記携帯端末に送信することを特徴とする付記１または２記載のプッシュ
配信装置。
【０２７４】
（付記４）　前記配信装置は、前記配信装置内に備えるコンテンツのうちのどれをその時
点で前記携帯端末がパケット網を介して受信すべきかの情報をテキストメッセージで電話
回線を介して前記携帯端末に送信する代わりに、ただちに前記配信装置で指定したコンテ
ンツを簡略化したテキストメッセージを前記電話回線を介して前記携帯端末に配信するこ
とを特徴とする付記１または２記載のプッシュ配信装置。
【０２７５】
（付記５）　携帯端末がローミングアウトしたとの情報をサーバを介して受信した場合に
、表示すべきコンテンツのコンテンツＩＤおよび表示タイミングを決定するコンテンツ選
択部と、前記コンテンツＩＤおよび前記コンテンツＩＤを含むメッセージであること示す
識別子を含むテキストメッセージを携帯端末に送信するＳＭＳ送信部と、前記携帯端末か
らコンテンツが取得されると前記コンテンツを取得した者の電話番号およびコンテンツＩ
Ｄを含むコンテンツ取得通知を発行するＷＥＢサーバと、設定された時刻にコンテンツ取
得通知の到着確認手順を起動するタイマーとを具備し、前記コンテンツ選択部は、前記テ
キストメッセージの送信から一定時間以上経過してもＷＥＢサーバよりコンテンツ取得通
知が到着しない場合は、簡略版コンテンツおよび簡略版コンテンツを含むメッセージであ
ることを示す識別子を連結ＳＭＳにより前記携帯端末に送信するプッシュ配信装置であっ
て、
　コンテンツ選択部は、現在の年月日、現在の曜日、現在の時刻、携帯端末が在圏する国
のＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）、および携帯端末の加入国の国番
号をもとに、表示すべきコンテンツのコンテンツＩＤを決定することを特徴とするプッシ
ュ配信装置。
【０２７６】
（付記６）　ＳＭＳ送信部は、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ送信用の２つの
電話番号を持ち、受信側の携帯端末に対して、識別子の代わりに発信者電話番号によりメ
ッセージの種別を伝達することを特徴とする付記５記載のプッシュ配信装置。
【０２７７】
（付記７）　表示すべきコンテンツのコンテンツＩＤおよび表示タイミングを決定するコ
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ンテンツ選択部と、前記コンテンツＩＤを含むテキストメッセージを送信するＳＭＳ送信
部と、コンテンツが取得されると前記コンテンツを取得した者の電話番号およびコンテン
ツＩＤを含むコンテンツ取得通知を発行するＷＥＢサーバと、設定された時刻にコンテン
ツ取得通知の到着確認手順を起動するタイマーとを含むプッシュ配信装置と、表示すべき
コンテンツを示すコンテンツＩＤおよび識別子を含むテキストメッセージ、もしくは簡略
版コンテンツおよび識別子を含む連結ＳＭＳを受信するＳＭＳ受信部と、無線ＬＡＮ経由
でＷＥＢサーバと通信を行う無線ＬＡＮ通信部と、移動体パケット網経由でＷＥＢサーバ
と通信を行うパケット通信部と、テキストメッセージ内に含まれるコンテンツＩＤに対応
するコンテンツを前記ＷＥＢサーバから取得して表示し、また、前記連結ＳＭＳにより送
付された簡略版コンテンツを表示する表示制御部とを含む携帯端末とを含んで構成され、
前記コンテンツ選択部は、前記テキストメッセージの送信から一定時間以上経過してもＷ
ＥＢサーバよりコンテンツ取得通知が到着しない場合は、簡略版コンテンツを連結ＳＭＳ
により前記携帯端末に送信するプッシュ配信システムであって、
　ＳＭＳ送信部は、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ送信用の２つの電話番号を
持ち、受信側の携帯端末に対して、識別子の代わりに発信者電話番号によりメッセージの
種別を伝達することを特徴とするプッシュ配信システム。
【０２７８】
（付記８）　携帯端末がローミングアウトしたとの情報をサーバを介して受信した場合に
、現在の年月日、現在の曜日、現在の時刻、携帯端末が在圏する国のＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）、携帯端末の加入国国番号をもとに、表示すべきコンテ
ンツのコンテンツＩＤを決定し、前記コンテンツＩＤおよびコンテンツＩＤを含むメッセ
ージであることを示す識別子を本文に含むテキストメッセージを前記携帯端末に送信し、
前記テキストメッセージの送信から一定時間以上経過してもＷＥＢサーバよりコンテンツ
取得通知が到着しない場合は、簡略版コンテンツおよび簡略版コンテンツを含むメッセー
ジであることを示す識別子を連結ＳＭＳにより前記携帯端末に送信するプッシュ配信方法
であって、
　ＳＭＳ送信部は、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ送信用の２つの電話番号を
持ち、受信側の携帯端末に対して、識別子の代わりに発信者電話番号によりメッセージの
種別を伝達することを特徴とするプッシュ配信方法。
【０２７９】
（付記９）　プッシュ配信装置のコンピュータに、現在の年月日、現在の曜日、現在の時
刻、携帯端末が在圏する国のＭＣＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）、携帯
端末の加入国国番号をもとに、表示すべきコンテンツのコンテンツＩＤを決定し、前記コ
ンテンツＩＤおよびコンテンツＩＤを含むメッセージであることを示す識別子を含むテキ
ストメッセージを前記携帯端末に送信し、前記テキストメッセージの送信から一定時間以
上経過してもＷＥＢサーバよりコンテンツ取得通知が到着しない場合は、簡略版コンテン
ツおよび簡略版コンテンツを含むメッセージであることを示す識別子を連結ＳＭＳにより
前記携帯端末に送信する処理を実行させるプログラムであって、
　ＳＭＳ送信部は、コンテンツＩＤ送信用と簡略版コンテンツ送信用の２つの電話番号を
持ち、受信側の携帯端末に対して、識別子の代わりに発信者電話番号によりメッセージの
種別を伝達することを特徴とするプッシュ配信プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０２８０】
　上記各実施形態は、携帯端末１がパケット網を利用できない地域に居る場合やデータロ
ーミングの利用を設定により拒否している場合に、携帯端末１の加入元（契約元）の携帯
電話事業者もしくはその提携するサービス事業者が、渡航先ネットワークのエリア内に居
る携帯端末（すなわちローミングアウト中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信する場合
に適用できる。
【０２８１】
　また、携帯端末１がパケット網を利用できない地域に居る場合やデータローミングの利
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用を設定により拒否している場合に、携帯端末１の渡航先（滞在エリア）の携帯電話事業
者もしくはその提携するサービス事業者が、自社ネットワークのエリア内に居る他社契約
の携帯端末（すなわちローミングイン中の携帯端末）に、情報をプッシュ配信する場合に
も適用できる。
【０２８２】
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な
変更をすることができる。上記実施形態を相互に組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
【０２８３】
　１　携帯端末
　２　配信装置
　３　無線ＬＡＮアクセスポイント
　４　パケット対応移動体基地局
　５　パケット非対応移動体基地局
　６　インターネット
　７　電話回線
　８、８Ａ　渡航先位置登録サーバ
　９、９Ａ　加入元位置登録サーバ
　１１　表示部
　１２、１２Ａ、１２Ｂ　表示制御部
　１３　無線ＬＡＮ通信部
　１４　パケット通信部
　１５　ＳＭＳ受信部
　１６　コンテンツ蓄積部
　１７　タイマー
　２１、２１Ａ　ＷＥＢサーバ
　２２　ＳＭＳ送信部
　２３、２３Ｂ　コンテンツサーバ
　２４、２４Ａ、２４Ｂ　コンテンツ選択部
　２５　時計
　２６　タイマー
　１６１　蓄積コンテンツ管理テーブル
　１６２　標準版コンテンツ
　２３１、２３１Ｂ　コンテンツ管理テーブル
　２３２　標準版コンテンツ
　２３３　簡略版コンテンツ
　２４１、２４１Ｂ　コンテンツ通知履歴テーブル
　１６１１　コンテンツＩＤ
　１６１２　標準版ファイル
　２３１１　コンテンツＩＤ
　２３１２　提供期間
　２３１３　提供曜日
　２３１４　提供時間帯
　２３１５　渡航先ＭＣＣ
　２３１６　加入国国番号
　２３１７　標準版ファイル
　２３１８　簡略版ファイル
　２４１１　通知先電話番号
　２４１１Ｂ　コンテンツ保有者
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　２４１２　コンテンツＩＤ
　２４１２Ｂ　最終ダウンロード日時
　２４１３　通知日時
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